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令和７年 決算審査特別委員会会議録（第２日） 

 

 令和７年９月１７日午前１０時、決算審査特別委員会を忠岡町委員会室に招集した。 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           尾﨑 孝子    副委員長   河野 隆子 

  委  員   今奈良幸子    委  員   北村  孝 

  委  員   森野 良一 

 

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        是枝 綾子   教 育 長        大塚  孝 

  町長公室長       立花 武彦   町長公室次長兼秘書人事課長 

  産業住民部長      新城 正俊               中定 昭博 

  産業住民部次長兼生活環境課長      産業住民部次長兼住民人権課長 

              小倉由紀夫               谷野 彰俊 

  健康福祉部長      二重 幸生   健康福祉部次長兼保険課長 

  教育部長        柏原 憲一               大谷 貴利 

  教育部理事兼学校教育課長        消 防 長        岸田 健二 

              石本 秀樹   消防次長兼予防課長   下川 浩幸 

（各課課長同席） 

 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長    南  智樹 

  係  長    酒井 宇紀 
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 （会議の顚末） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 皆さんおはようございます。それでは、昨日に引き続きまして、決算審査特別委員会を

再開いたします。本日の出席委員は全員で、委員会は成立しております。 

（「午前１０時００分」再開） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 まず、本日は１００ページ、労働費から始めます。では１００ページから１０５ページ

の第５款 労働費、第６款 農林水産業費、第７款 商工費につきまして、担当課の説明

を求めます。 

（労働費 担当課説明） 

 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 １００ページをお願いいたします。第５款 労働費、第１項 労働諸費、第１目 労働

諸費、決算額１４２万３，１４２円、前年度より１万７，４７１円の増で、前年度と相違

ございません。 

（農林水産業費 担当課説明） 

 １００ページ下段から１０１ページをお願いいたします。第６款 農林水産業費、決算

額２，１１６万８，０４１円、第１項 農業費、決算額２，０４７万８，０４１円、第１

目 農業委員会費、決算額１，７３９万９，８７８円で、前年度より４３万６，１４０円

の増で、主な要因は人件費等の増によるものです。 

 １０１ページ下段から１０２ページをお願いいたします。第２目 農業振興費、決算額

２７３万７，６３５円で、前年度より６万６，３９１円の増で、前年度と相違ございませ

ん。 

 １０２ページ下段から１０３ページをお願いいたします。第３目 貸菜園費、決算額３

４万５２８円で、前年度より１万２，８６３円の減で、前年度と相違ございません。 

 第２項  農業土木費、第１目 土地改良費、決算額８万円で、前年度と相違ございま

せん。 

 第３項 水産業費、第１目 水産業振興費、決算額６１万円で、前年度と相違ございま

せん。 

（商工費 担当課説明） 

 第７款 第１項 商工費、２，３４７万２，３１８円、第１目 商工総務費、決算額

１，１６４万８，０６８円で、前年度より１５１万８，５５９円の増で、主な要因は人件

費等の増によるものです。 

 １０４ページ下段から１０５ページをお願いいたします。第２目 商工業振興費、決算

額１，１８２万４，２５０円で、前年度より１７万４，５２４円の増で、新型コロナウイ
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ルス感染症対策利子補給関連経費が増えたことによるものです。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 説明は以上のとおりです。ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 最初に、すみません、１００ページのところなんですけどね、障害者就労支援事業委託

料というのが出ています。１５万ですね。約１５万円。 

 それで、この実績、執行実績報告ですね。これを見ると就労支援でＢ型作業所に行って

おられる子で、町からの図書館であったり、児童書、図書館の中の本の清拭であったりと

か、それから貸菜園区間内の清掃業務の委託であったりとか、そういったことが挙げられ

ているんですが、メニューが毎年同じようなメニューになっています。ですので、ちょっ

と委託事業、いろいろともうちょっと考えて増やしていただくというお考えはないでしょ

うか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 産業振興課ではあまり施設持ってませんので、作業というのは限られてくるかなという

ところで、役場全庁において共有させていただいて、他課で、よその課でも作業等委託で

きるような連携はさしていただいてますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野 隆子議員） 

 はい、委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 庁内の中でいろんな課がありますので、そこで連携をというお答えでありましたけど、

具体にこういったことでというところの考え方はないんでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 今、こども課さん等にも相談とかさしていただいてますので、また、よその課でも委託

等が増える可能性もありますので、その辺でいろんなところでこの障がい者の作業所さ

ん、使っていただけたらと思いまして、共有はさしていただいております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひね、入口広げていただいて、やはり障がい者の方の居場所づくりというか、働くこ

とで自立を目指していってもらうという、そういった目的もありますのでね、ぜひ間口も

広げていっていただいて、そういったメニューも考えていっていただきたいというふうに

思います。最後にいかがでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 いろいろ手広くできるように考えていきたいと思っております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑ございませんか。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員、お願いいたします。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません。障害の雇用の件についてちょっとここには挙がってないとは思うんですけ

ど、私もちょっと障害者計画の中に、産業振興課さんがいろいろされていくんだろうなと

いうのを見させていただいてる中で、町内の事業者に対する障がいのある人の雇用に関す

る様々な制度について周知を図るともに、雇用についての意識啓発を図りますとあるんで

すけど、これって今どんなことをされておりますか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 具体的に障がい者さんに対してということはしてないんですけども、泉北就職情報フェ

アとか、そういうところにおいて、障がい者さんも雇用ができるようにというような呼び

かけはさせていただいております。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ということは、町内の事業者さんに対して、町から何かこういう雇用をしてくださいよ

という啓発は具体的にはされてないということでよろしいですか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 分かりました。町からできることも限られてると思うんですけど、私もネットで調べる

といろいろなところで支援されてる、就労の障がい者の方にしてるのを見てるので、そこ

のホームページにも多分リンク貼ってくださってるのはわかってるんですけど、やっぱり

それにたどり着いてない方もいらっしゃると思うので、いろいろな機関につなげていける

ように、忠岡町でももっとしていただけたらなと思います。 

 続いて、いいですかね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 はい。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 レベルアップ支援事業についてお聞きします。総合計画の令和６年度の行政評価には、

できなかったことは書かれてないんですけれども、一応人数的にはちょっと、国家技能者

は１名多分減って、技能検定者就労者数は増えてるんですけれども、これに対して町とし

てはどのようにお考えでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 
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 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 議員おっしゃるとおり、国家試験が１名減になっております。こちらについても、いろ

んな国家試験、技能試験がございますので、幅広く使っていただけたらと思いますので、

周知は徹底さしていただこうと思っております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 知らない方もいっぱいいると思うので、周知をしていただいて、この支援があれば勉強

していく方も増えていくんではないかと思いますので、周知のほうをもっとできるのであ

れば、していただけたらいいなと思います。 

 ちょっと一たん止めます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 １００ページ、先ほどと同じように泉北就職情報フェア負担金についてお伺いいたしま

す。今年度の開催は１１月２８日、金曜日の高石市のアプラホールでの開催でよろしいの

でしょうか。また、忠岡町からはどれくらいの企業が参加していただけるのか、お答えお

願いいたします。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 議員おっしゃるとおり、１１月２８日の１時から４時までとなってございます。で、現

在のところ事業者さん募集してますので、今日現在のところ忠岡町の参加事業者さんは１

社と聞いております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 今回は他市での開催ではありますけれども、すばらしい事業だと思いますので、本町の

求職者と求人企業の一助となっていただけるように町内での周知、よろしくお願いいたし

ます。 
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 以上です。ありがとうございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。次に、１０５ページの中ほどの使用料及び賃借料のところで、忠岡駅展示

場設置使用料とあるんですけども、現在はどのように活用されているのか、お答えいただ

けますか。お願いいたします。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 忠岡駅の難波方面の改札、入ったところですね。そちらのほうのガラス張りに地元の企

業さんが作ったような、かばんであったり木材であったりというものを展示させていただ

いております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑はございませんか。今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません、戻ります。１００ページの委託料の労働相談事業についてお聞きします。

これは社労士さんによる相談事業だと思います。６年事務報告では相談３件とありますけ

れども、相談してから解決に至ったのかどうか、お教えください。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 令和６年度は２件になってございます。あと、解決に至ったのかというところなんです

けれども、相談業務が多いので、解雇されそうやとかっていうような相談業務というよう

なことで、社労士さんがアドバイスとかというようなところで、完全に何かもめてるよう
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な、そういう事案ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい、ありがとうございます。事務報告２件ということで、またいでるから件数が変わ

ってることですね。はい、分かりました。 

 続きまして、１０４ページの消費者生活相談事業についてお聞きします。これも令和６

年度の事務報告なので、またいでるんで件数がちょっと変わってくるかもしれないんです

けども、事務報告からは相談件数が５９件。出前講座が２回とありました。相談件数５９

件の主な内容、また相談、出前の対象者はどのような世代なのか、教えてください。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 令和６年度の相談件数５９件でございます。あと内容ですけども、やっぱり高齢者の方

が結構多く見られるというところと、ネットに対しての被害というんですかね。そういう

のが結構ありますので、そちらに対してあっせんをしていただいてるところでございま

す。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 今はいろいろな詐欺とかがあったりするので、いろいろな需要があると思いますので、

今後も対応のほう、よろしくお願いします。 

 あとすみません。ちょっと決算には上がってないかもしれないんですけど、予算のとき

に上げておりました忠岡町周辺活性化開業支援事業について、行政法強化にも今回は相談

はあったけれども、実績にはつながらなかったとありますけれども、その点について改善

点とか、今年度多分改善されてるとは思うんですけれども、教えていただけますか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 駅周辺の活性化ですけども、令和６年度はご存じのとおり０件でございました。事業に

関しては飲食店のみとさせていただいてましたので、実績を踏まえて、令和７年度は飲
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食、小売に広げさせていただいて、駅周辺の範囲もかなり広い範囲でさせていただいてご

ざいます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい、ありがとうございます。改善をされてるようなので、今年度、７年度に結果が出

たらいいなと思ってます。 

 では、終わります。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑はございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 １０２ページのところの農業振興費の補助金なんですけど、数年前は専業農家さん１

軒、たしかあったと思うんですけど、今はもうゼロということもお聞きしています。それ

で、販売農家さんですね。これは今現在、何軒いらっしゃるんでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 すみません。今現在というのが、ちょっと今、私らも把握できてませんので、２０２０

年の農林業センサスの数で１４軒となっております。 

委員（河野 隆子議員） 

  委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 やはりこの物価高でね、農業していらっしゃる方もかなり影響は出ているのかなという

ふうに思うんです。専業農家ではないけれども、そういった販売農家の方ですね。やはり

燃料費であったりとか、肥料であったりとかということで、そういったところの高騰につ

いての支援ね、そういったとこはどういうふうにお考えでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 
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 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 ご存じのとおり、農家さんも高齢化になってございますし、燃料等も高騰しております

ので、農家をやめられる方も結構出てきております。 

 それで今、遊休農地もかなり増えてますので、その辺も調査しながら、まあ農家をどな

いやって増やせるか、維持できるかというところは、ちょっと今検討しているところでご

ざいます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 農業費のところで、地方交付税の算定上の分については、幾らか来ているということも

お伺いしていますので、やはり実態把握ね、いろいろとご苦労もされていると思いますの

で、そこら辺の調査というのもしていただきたいと思いますが、再度ご答弁お願いしま

す。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 現在、職員と農業委員さんとで、いろいろ調査させていただいてますので、ご理解よろ

しくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 頑張って営農していらっしゃる方に少しでも支援をしていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それから、１０３ページのところの貸菜園の借上料、出てるんですけど、今年、１カ

所、あそこ深田線のとこやったかな、返したということで、それまでに利用していた人、

たくさんいらっしゃったと思うんですけど、別の形で継続してほしいとの要望などはござ
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いませんか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 ご存じのとおり貸菜園は、今、産業建築課で管理している貸菜園は、８月末現在でなく

なりました。地権者さんにお返しさせていただきました。現在、産業建築課には、貸菜

園、新たにつくってくれというような要望はございませんけども、この先、また貸菜園と

いうような場所が見つかったら、また継続したいなとは思ってございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうですね、お返しされた方には、要望の声はないということですけど、やっぱり新た

にそういった貸菜園ができたら、やっぱり借りたいという方も出てこられるというふうに

思いますので、今声がなくても、やっぱり受入先、増やすとか、そういったことはぜひ考

えていっていただきたいというふうに思います。 

 それから、商工費のところで、１０５ページのところをお伺いします。１０５ページで

新型コロナのウイルスの感染症対策利子補給補助金というのが出ているんですが、事務報

告で見ると、これは３４件の方が利用されているということでありますが、これは国の制

度で、何年から何年まであったんですかね。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 令和６年度、令和７年度、今年度で終わりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 今年度で終わりということで、コロナは少しは落ち着きましたけどね、やはり返してい
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かなあかんということで、非常に借りてる方は大変だろうなというふうに思うんですが、

残金がある程度出てくると思うんですけど、その余剰金というんですか、そういったのは

国に返却をしないといけないんでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 令和７年度で終わりということですけども、やはり８年度以降もね、この新型コロナの

利子補給の制度、利用している方への補助というのは、やっぱり必要ではないかというふ

うに思うんですが、いかがお考えでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 申請者に対してお使いになられた方というのが、かなり減ってるという中身の中で、借

り替えをされた事業者さんもおられますし、その辺はかなり申請数に対して、補助数が減

ってるというのもございますし、これ、国の国費を使わせていただいてますので、単費で

これから実施するかどうかというのも、財政部局と相談しながら検討していきたいと思い

ます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 減っているということで、借り替えできる事業所さんはいいんだけれども、できない事

業所さんですね。そういったところで、国費が終わるからもうやめるということではなく

て、やっぱり財政部局とも相談していただいて、感染症対策のこの利子補給の補助金とい
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うのは、努力していただいて、続けていっていただきたいというふうには思いますが、い

かがでしょう。 

産業住民部（新城 正俊部長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 新城部長。 

産業住民部（新城 正俊部長） 

 産業住民部、新城でございます。今、委員ご指摘のコロナの利子補助の分なんですけど

も、先ほどから課長が説明してるとおりですね、国費ある間は比較的続けていけるんです

けども、これが単費だけで対応するということになりましたら、町の施策的な問題になっ

てきますので、ここでお答えすることはちょっとお控えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 件数も減ってきているということでありますので、金額のほうもここに１８８万７，４

９５円と出てますけど、この金額まではもういかないというふうに思いますので、ぜひ施

策として今後検討していっていただきたいというふうにお願いします。 

産業住民部（新城 正俊部長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 新城部長。 

産業住民部（新城 正俊部長） 

 先ほどの答弁と一緒になるんですけれども、金額が高い低いというような問題ではない

と思います。その辺のところ、先ほどの答弁と同じになりますけども、施策的な問題にな

りますので、今後考えていきたいと思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございませんか。今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ごめんなさい。最後に２点聞きます。 

 １点目です。決算書の１０２ページの需用費の中の出生記念品代についてです。これは

多分生まれたお子様に、木育を目的に積み木を渡されてると思います。これは多分、令和



14 

 

４年からされておりまして、年々渡されておりますけれども、これ、渡された方にはどの

ような、好評とかあれば教えていただけますか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 こちら、森林環境譲与税を使わしていただいて、生まれたお子さんに対してさせていた

だいている事業でございます。大変ご好評でございまして、喜んでいただいてございま

す。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。ちょっと私がこれ、２点ここから聞かしていただきたいんです

けど、森林環境譲与税での施策は多分今これだけだと思うんですけども、ほかに考えてら

っしゃるのかということと、もう一つ私がちょっと思ったのが、私、子供が２人生まれた

ときに同じものが、多分もう１人生まれたら届くと思うんですけど、何かこれがもう１

個、何かちょっと違うものでもいいのかなとか、やっぱり上の子にもなるから、ちょっと

変えてもいいんかなとか、ちょっと思ったときに、そういう試行錯誤して今後のやり方を

変えてみてはいかがかなと思ったんですけども、その点いかがでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 この積み木ですけども、納品されてから職員が確認するんですけど、結構逆立ってたり

っていうので、職員もそれを研いできれいに磨いて、お渡しするというような手間も実際

発生してございます。 

 その辺で納品されたけども、もう１回ちょっとやり直してって言うて、やり直してもろ

てる部分もございますけども、ちょこっとの修理ていうんか研ぎぐらいは職員がやってる

んですけど、今年度も実はほかの課で全庁的に何か森林環境譲与税の事業、できるものが

ないんかということで、進めてはおったんですけど、ちょっと対象外ということで、今年

度もちょっと使えなかったということで、来年度に向けて今調整してございますので、ま

た積み木以外のもので住民さんに還元できるものがあればということで検討させていただ

いておりますので、よろしくお願いいたします。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。検討されているということで。で、何かこの積み木を使って、

忠岡町で何かつながった支援ないかなって言ったら、夏とかにマーキスカで積み木をされ

てたりするので、せっかく積み木でもらってるのであれば、そこの支援にもつながるよう

に何か持っていっていただけたらいいなと思ったので、それだけちょっとお伝えさせてい

ただきます。 

 もう１点、最後に１０５ページの忠岡町商工会補助金交付事業、これ多分２００万円今

回上がっていて、多分商工カーニバルのあれ、お金を多分追加されたように思うんです

が、この２００万円のをやって、どうだったかというのを教えていただけますか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 こちら、単年度で２００万円投入させていただいて、新浜緑地で商工カーニバルさせて

いただいた分でございまして、大変ご好評だったんですけど、場所がちょっと遠いという

ことで、商工会さんはかなり人が入っていただいたんですけど、交通の便が悪いというこ

とで、なかなかやっぱり継続というのが難しいということで、今年度、この令和６年度限

りになりました。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 初めての試みだったので大変だったと思います。たしか私も行きましたけど、車がすご

かったり、駐車場のとめるのが大変だったり、いろいろあったんですけど。中でも多分食

べるものがなくなったりとか、多分いろいろあったと思うんですけど、すごく商工を潤す

ために、多分商工カーニバルってとても大切だと思いますので、今後も商工カーニバルが

いいものになるようによろしくお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、１０６ページから１１３ページの第８款、土木費につきまして、担当課の説明を

求めます。 

（土木費 担当課説明） 

 １０６ページから１１３ページ、土木費についてご説明をさせていただきます。 

 １０６ページ、第８款 土木費、第１項 土木管理費、第１目 土木総務費、決算額

７，１２７万２,３２５円、前年度比１，６１３万６８２円増額。主な要因は人件費の増

によるものとなっております。 

 １０８ページ、第２目 忠岡新浜緑地、決算額１,６９２万５,１５０円、前年度比較６

０万６，８８６円増額。主な要因は需用費及び委託料の増によるものです。 

 第２項 道路橋梁費、第１目 道路橋梁総務費、決算額２０万７，８１０円、前年度比

較１１１万４，６９５円減額。主な要因は委託料の減によるものです。 

 第２目 道路橋梁維持費、決算額４，９９９万３，７２１円、前年度比較７８５万３，

１６１円増額。主な要因は委託料及び工事請負費の増によるものとなっております。 

 １１０ページをお願いします。第４目 交通安全対策費、決算額１，２１０万３，１７

５円、前年度比較７万９，２０８円増額。主な要因は需用費、委託料及び工事請負費の増

減差によるのものとなっております。 

 第３項 河川費、第１目 河川水路改良及び維持費、決算額３５４万６４９円、前年度

比較９０万７，２４０円減額。主な要因は委託料及び工事請負費の減によるものとなって

おります。 

 第４項 都市計画費、第１目 都市計画総務費、決算額１４６万７，０１５円、前年度

比較１２万６７円減額となりました。主な理由は負担金、補助金及び交付金の減によるも

のです。 

 第２目 街路事業費、決算額２６２万９，８８０円、前年度比較２０万９，８８０円増

額。主な要因は委託料及び工事請負費の増減差によるものです。 

 １１２ページをお願いします。第３目 公園費、決算額２，６７０万２，５５６円、前

年度比較１７１万４，８２８円増額。主な要因は需用費、委託料及び工事請負費の増減差

によるものです。 

 第５項 下水道費、第１目 下水道事業費、決算額４億９，０００万円。前年度と同額

となっております。増減はございません。 

 第６項 住宅費、第１目 住宅管理費、決算額６５４万９，６７０円、前年度比較２５

１万６，７２０円増額。主な要因は委託料の増によるものです。 

 説明は以上となります。よろしくお願いをいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 
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 ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 １０９ページなんですけれども、委託料で町道の清掃とか除草の業務委託料が出ていま

す。雑草というか、そういったのが町内でも非常に伸びて、歩行者も危ないというところ

もありますが、こういったところで、やはりこれは年に何回していただいているんでしょ

うか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 シルバー人材センターにお願いしておりまして、道路の補修業務につきましては、大体

週に２日半というルーティンで回っていただいてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 頻繁に回っていただいていますけれども、週２日半ということで、それで全町ずっと

順々に回っていくという形になっているのかなというふうに思うんですけど、特にここは

早くしてほしいといったお声があるときは、まずそっちを優先してという形になるんでし

ょうか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 そのとおりでございます。ケースバイケースですけれども、あと、うちのほうで１人、

現場を回ってる者がおりますので、それも活用しながら対応させていただいております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。あと、道路の維持補修工事なんですけど、非常に特にさつき道路の歩道

なんかが今までも何遍もガタガタでということで、卵も割れると。自転車に乗ったらね、

そういったお声もあったりして、それから、忠岡駅の東側の改札を出てから大阪向いてで

すね。あそこも穴ぼこだらけで、多少は埋めていただいてます。やっていただいてるとい

うのは知ってるんですけど、やはりそこでけつまずいて骨折したという方もいらっしゃい

ましたんでね。このさつき通りなんかは特に、ガタガタ道を直してほしいというお声はた

くさんあるんですけど、これは今までも質問をさせていただいてね、なかなか計画にはま

だ入れていただいてないというところもあるんですが、特に、この前も転倒したというお

声、また別にありましたんでね、ここはというところがありましたら、そこはすぐに対処

していただく、補修していただくという形になっているんでしょうか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 それほどひどいのがあればですね、当然我々はほっとくわけにいきませんので、そこが

そんなにひどいのであれば対処させていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひね、住民の方からこういったところを直してほしいと、それはもう緊急性のあると

ころ、なしもありますでしょうけど、やはり転倒して、高齢者の方だったらそこから骨折

ということもありますので、やはり道路維持管理というのは、行政としてきっちりやって

もらわないとあかんというふうに思いますので、そういったところは個々にすぐ直してい

ただけるといった形でよろしいんでしょうか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 
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 申し訳ございません。どれだけ、議員がおっしゃっているすぐにというのと、我々のす

ぐはちょっと違いますけど、できるだけ可能な限り、今言ったようにけがされると一番困

りますので、それを見極めながら対応させていただきたいと考えてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。なかなか、さつき道路の改修というのは計画にもまだ上がっていないで

すけど、それは引き続きね、また要望のほうはさせていただきますけれども、個々にここ

というところはまた原課のほうにもお話しさせていただいて、修理のほう、補修のほうを

お願いしたいということも言わせていただきたいというふうに思います。いいですかね。

それで対応していただけますか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 先ほどと何回も同じ答弁になると思いますけども、うちも確認させていただきまして、

これは修理が必要であるな、それで今言ったように予算の中でできるなとか、もろもろ勘

案しながら対応できるものは対応させていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。また、ぜひ計画のほうも頭に置いていただいて、や

っていただきたいということは要望しておきます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑はございませんか。森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。１０９ページからなんですけれども、２点、ちょっと同じ内容でお聞きい

たします。この使用料及び賃借料のところで、立ち退き住宅、それと忠岡本通り線敷地、

この２点、どこの場所なのか、すみません。お教えいただけますか。お願いいたします。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 本通り線の敷地の借り上げですけれども、臨海線の下のところにトンネルになっていま

すよね。あそこの部分は借りてる部分になりますんで、あそこの敷地を払ってございま

す。 

産業住民部（新城 正俊部長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 新城部長。 

産業住民部（新城 正俊部長） 

 今課長おっしゃったように、地下道へ行く手前の東洋紡の角からあそこの部分です。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 立ち退き住宅ですけども、一番岸和田寄りの道路、新開通り線というんですかね。そこ

の常然寺さんの土地をお借りして、立ち退き住宅、建てさせていただいてる分でございま

す。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  はい、森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。 

 続いて１１０ページの中ほどの委託料のところからなんですけれども、駅周辺自転車整

理など業務委託料とあるんですけども、これ、駐輪場整備を計画されていたようなんです

けれども、今どのようになっておるんですか、お答えいただけますか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 これ、南海さんの土地をお借りして、駐輪場、これ、シルバーさんに委託してる委託料

になるんですけども、駐輪場、有料化にしたいなということで話は進めてるんですけど、

当然南海さんとの絡みもありますので、南海さんと今交渉してるところでございますの
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で、ちょっとまだ時間がかかるかなというところで、今年度、来年度も恐らくこの委託料

というのがまだ上がってくるような状態やと思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。私からは以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 では、他にご質疑はございませんか。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 その関連で私もいろいろ聞かれるんですけど、あそこの駐輪場なんですけど、本当に止

めないところの道沿いに本当に大きい電動自転車を止めてる方が結構いらっしゃるんです

けれども、そのような、何か苦情みたいなんて、来てますか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 苦情はないんですけども、苦情があれば職員が対応しますので、またもし見当たるよう

な場面がありましたら、ご連絡いただいたら回収に行かしていただきます。 

員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 結構その駐輪場の止め方がやっぱりきれいじゃないというか、何か周りの人のことを考

えてないような止め方をされてる方、結構私も自転車止めるんですけど、多いので、そこ

をちょっと一たん考えてもらうのと、シルバーさんがいてるときは結構きれいに並んでる

んですけど、時間がたつにつれて、いらっしゃらなくなった瞬間、もう通れないけど止め

ていくみたいなのがあるので、ちょっと確認をしていただけたらと思いますとお伝えし

て、質問、続けさせていただきます。 

 決算書の１１２ページの３目の公園費のところ全般についてお聞きします。６年度の議

会で都市公園の台帳整備について取りかかるとの答弁ではありましたが、その後整備はさ

れているのか、また法令で規定のない児童遊園の台帳についても整備を検討するとの答弁
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でありましたが、その後の進捗状況をお教えください。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 公園の整備の台帳につきましては、ほぼほぼ完了してございます。 

 以上です。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。じゃあ、都市公園のほうも児童遊園のほうも両方完了で。分か

りました。ありがとうございます。 

 じゃあ、続いて土木課の昨年度の業務に対してちょっとお聞きします。土木課が担当と

いう窓口となって、新浜緑地と大津川河川敷において、２つの民間イベントが行われまし

た。その結果から、今後も民間にイベントを開催してもらえるようなヒントや気づきを得

ることができたのかどうか、お答えいただけますか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 大津川河川公園につきましては、非常に天候もよくて、皆さんたくさん来られて、にぎ

わっておられたというふうには感じております。だから、あそこにつきましてはやってよ

かったなあと。道路の交通のさばきもうまくしていただいて、非常に助かっておるところ

です。 

 それで、次の新浜公園のほうですけれども、当日雨が降りましたんで、かなり集客の面

では人が少なくて、実証実験という建前にすると、データを得られてないと言うたらいい

んですかね。だからそこはもう一度今回、向こうの担当というか、やりたいというところ

から、もう１回やらせてくれというお声が上がってるんで、そこはもう１回、我々も天気

の良い日に、どれだけの人がやってきて、どういう車の流れ、人の流れ、あとは何が問題

なのかと見ていきたいと思ってますんで、新浜はもう一度、要望があればお貸ししていき

たいと考えております。 

 あと、次どうしていくんかになるんですけども、今後はちょっとすみません、これから

例えば一例ですけども、やるときに使用料を取ったほうがいいのではないかとか、あと条

例整備もしていかなあかん。例えば今議員がおっしゃるように、誰でも無条件で貸すべき

ものなのか、いや、一定のある程度の縛りが必要になるのかとかいうのも、これからこの
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ソフトのほうをちょっと考えていきたいと思いますので、そこは一旦、今言ったようにこ

の２つが終わってから、ゆっくりちょっと考えていきたいというふうに思っているところ

が今現状でございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。本当に貸していって、私たちの限られた場所をどう生かしてい

くかって、本当に大切だと思いますので、今回いいきっかけになったんじゃないかと思い

ますので、前に前に進めていただけたらと思います。 

 私も大津川のほうは行かせてもらったら、本当にちっちゃい子どもさんたちが楽しんで

いたり、でもちょっと食べ物が早めになくなってたりとか、何かそんなんはあったんです

けど、にぎわってる姿を見てちょっと私もうれしい気持ちになったので、今後も何か新た

な取組に取り組んでいただけたらと思います。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑はございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 １１０ページのところで、先ほど駅周辺の自転車のことが質問あったんですけど、この

整理等業務委託料が５５０万ほどね、忠岡町が出しているということで、シルバーさんが

やっていただいています。 

 それで、やっぱりぐちゃぐちゃになってね、なかなか奥の自転車が出ないということも

あったりで、シルバーさんもいろいろとご苦労されているというのは目にしますけれど

も、そもそもこの自転車を止めるという方は、南海線、駅を使う方がほとんどであるとい

うふうに思います。 

 ですので、南海線に乗る方の住民の自転車止めるのに、この忠岡町がこんだけ出してる

ということで、南海電鉄のほうには固定資産だけを減免していたんですかね。ちょっと

私、ちょっとそこら辺、記憶が曖昧なんですけど。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 
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産業建築課（坂本 健三課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 なので、固定資産のほうももらっていないということと、プラスこの施設管理委託料も

５５０万出してるということでね。やっぱり今、先ほど南海電鉄さんといろいろと何か協

議もされているということをおっしゃっていましたので、この件についてはやっぱりきっ

ちりと南海さんからも負担してもらうということは、いかがお考えでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 今年度も台数調査させていただいて、当然、回収した自転車を警察に照会かけて返還と

いうことをさせていただいたんですけど、これが全て統計になるんかといったら、そうで

はないと思うんですけど、町外の方が４割おられます。 

 忠岡町内６割で、忠岡町外、岸和田、主に岸和田になるんやと思うんですけど、４割お

られました。そんなんでこの５百数十万円、忠岡町民のためにかけてるんかと言われた

ら、私らもずっとこれはそうではないと思ってますし、この駐輪場も限られた台数、キャ

パオーバーしてるのも私らも分かっておりますので、ラックをつけてきれいに整理はした

いところではございましたけども、あふれた自転車、じゃあどこに止めるねんてなったと

きに、路上に止められるのも嫌なんで、シルバーさん委託させていただいて、きれいにさ

していただいてるんですけど、このまま私らもずっとほっとくわけにはいきませんので、

南海さんと今交渉させていただいて、忠岡町民だけじゃなしに岸和田市さんもおられると

いうことで、有料化っていうのも検討していかなあかんのではないかということで、昨年

度からさしていただいてるんですけど、ちょっと南海さんの返事っていうんですかね、そ

ちらのほうがまだちょっと出てませんので、今、末永く交渉はしてるんですけども、南海

さんが管理をするのか、忠岡町営として有料化するのかっていうところは、今現在検討中

でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 これ、もう何十年と、私がなったときから言うてますのでね、やはり南海電鉄さんにも

負担をしてもらうということが、やっぱりそれだけね、住民の負担もこんだけ税金使って

るわけですから、きれいにしてやってもらってるというのはいいんですけどね、そこら辺

は根強く南海電鉄さんと交渉していっていただきたいというふうに思います。いかがです

か。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 はい。この先も交渉していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

  委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それから同じページで、ヘルメットの購入費の補助金が出ております。すみません、ち

ょっと資料を持ってくればよかったんですけど、これは上限が幾らであって、あと年齢が

あったと思うんですけど、ちょっとそこを教えていただけますか。あと人数と。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 上限が高齢者３，０００円、子どもさんが２，０００円でございます。令和６年の実績

が８４件で、高齢者５９件と子ども２５件になってございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

  これね、早くからしていただいて、ありがたいというふうに思うんですけど、子ども
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というのは、すみません、小学校まででしたっけ。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 中学生以下です。 

委員（河野 隆子議員） 

 ごめんなさい。中学生以下ね。で、高齢というのが６５歳以上というところであります

けれども、いち早くしていただいてありがたいというふうには思うんですけど、やはりこ

れから高校生もね、自転車通学しておられる子どももいらっしゃいますし、６５歳以下で

あってもね、やはりけがしないと、命を守るということで、このヘルメットの購入費の補

助をちょっと広げていっていただきたいなというふうに思うんですけど、いかがでしょう

か。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 現在のところ、近隣市町でも中学生まで引き上げているところって、少ない状況でござ

いまして、これ以上引き上げるとなると、また単費の持ち出しというところもございます

ので、現状、中学生までで、今、中学生の申請というのを見てる限りは、かなり少ない状

況でございまして、中学生に力を入れたような周知もしていきたいと思いますので、現状

は年齢を引き上げるというようなことは、来年度とかも考えてございませんので、よろし

くお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 中学生の子どもさんね、ヘルメットかぶってない子どもさん、よく見かけます。なかな

か子どもさんというのは、かぶるのが嫌なのかなというふうに思うんですけど、せっかく

この補助制度があるので、そこら辺はよく周知していただいて、先は年齢の引き上げも、

そこら辺は検討していただきたいというふうに思います。 

 それからあと、もう一遍に、あと３点だけありますので一遍に言います。１１１ページ
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の空き家対策の協議会委員報酬が出ています。どういったことを話しされているのかとい

うことと、それから１１２ページの大津川河川公園管理業務委託料。これは年何回か草刈

りとかしていただいているのでしょうけど、その回数と、それから最後、１１３ページの

町営住宅の事業推進業務委託料ですね。これはどのように、進捗状況をちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 まず、空き家対策ですけども、現状、忠岡町のみならず、全国で空き家というのが増加

しております。また、令和６年度には空き家法も改正されましたので、忠岡町の空き家対

策の、空き家の本があるんですけども、そちらもそれに伴った改修というんですかね、改

善させていただきました。それに伴って、令和６年度に協議会というものを開催させてい

ただきました。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 河川公園の管理の分の草刈りなんですけども、原則的にはその都度繁茂してきたらやっ

ていただいてる、そういう結果になってございます。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 続きまして町営住宅ですけども、令和６年度は町営住宅にお住まいの方に、どういう方

向性で安全性を保っていただこうかということの調査をさせていただいて、３月議会でし

たと思うんですけども、その他案件でご説明させていただいたとおり、一部耐震と借上げ

公営住宅で現在、交渉を進めさせていただいてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 
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委員（河野 隆子議員） 

 すみません。ありがとうございます。この空き家対策の協議会の委員報酬ですから、恐

らく金額的に６人の方が委員としてメンバーに入っていらっしゃるのかなというふうに思

うんですけど、従前からずっと私、言うてます高月北のあのホテルね。あれは空き家じゃ

ないということをおっしゃってるんですけど、なぜあそこが空き家でないのか。空き家と

いうのはどういった、本来何が空き家であって、空き家でないというところはどんなふう

に、何かあるんですか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 こちらはかなり難しい話ですけども、私らは、管理不全で、今建築基準法上の管理不全

ということで、大阪府には再三指導していただくようにはさせていただいておりますけど

も、大阪府さんは空き家じゃないんですかねというような解釈で言われてるんで、もう近

い将来空き家になるとは思うんですけども、空き家になったら当然、忠岡町が持ち主さん

って言うんですかね、持ち主さんを見つけて取り壊してくださいというようなことをせな

あかんのですけど、恐らくこれ、堺にも同じホテルがあるみたいで、そこも同じようなこ

とになってるみたいなんで、恐らくこれ空き家になったら代執行まで行くような案件やっ

ていうような理解はしてるんですけれども、かなりやっぱり大きな建物で、代執行となれ

ばかなり莫大なお金っていうのが発生しますので、その辺は動向を見据えながら、根強く

大阪府さんと協議しながら進めていこうかなと思っております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 非常に管理もずさんで、入り口は塞いでいただきましたので、子どもたちが中に入ると

いうことは少なくなったとはいえ、やっぱりまだ子どもさん、集まってるんですよ。です

ので、崩落したら子どものけがも大変ですし、あと火事の心配も周りの住民さんがしてい

ます。あそこはやっぱり子どもが学校へ行くのに通る道なんでね、。かなり上の看板とか

も朽ちて落ちてきてるというところもあります。で、持ち主がちゃんとしてくれないとい

うところは大問題なんですけども、代執行となるとやはり町の持ち出しというところもあ

りますので、やはりちゃんと持ち主にそういった負担をしてもらうということで、また府

とも協力していただいて、そこら辺はちょっと言っていただきたいというふうに思います
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が、いかがでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 議員おっしゃるとおり、これからも府と協議しながら進めてまいりたいと思ってます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 子どもがけがしてからでは遅いですので、ぜひ早急にしていただきたいというふうに要

求しておきます。 

 それから、河川公園のほうはその都度やっていただいてるというお答えでありました

が、あとは忠岡町の町営住宅のその説明で、すみません、ちょっと私が意味が、借り上げ

公営住宅というお答えがあったんですけど、それはどういったことでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 民間の既存の住宅を忠岡町の町営住宅として、一棟借り上げるのか、部屋貸ししていた

だけるのか、その辺はオーナーさんと今協議させていただいてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 今、オーナーさんと協議していただいてるというところで、町営住宅ね。だいぶ空き家

があるというのは私も分かってるし、それから坂本課長のほうもね、やっぱりあそこに住

んでいらっしゃる方も昔からよく知っておられるので、いろいろとこの委託料が発生する

ときに、１軒１軒回っていただいたということもお聞きしています。声もちゃんと聞いて

いただいてるということなんですが、そしたら今協議中というところは、ここに住んでお

られる方が、この民間の借り上げ公営住宅が、オーナーさんがオーケーが出たらそっちに
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移ってもらうというような計画なんですか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 今、２通りで交渉はさしていただいてるんですけども、現在の町営住宅に一部耐震をや

っても１００％耐震補強ということにはなりませんので、私らはできる限り新耐震の新し

いっていうんか、比較的新しい住宅に移り住んでもらえませんかっていうことで交渉はさ

していただいてるんですけど、やっぱり住み慣れたところがいいということで、ここに耐

震してでも住みたいというお声もございますので、現状は今、交渉中ということで進めさ

せていただいております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうしましたら跡地というのはどういった計画、まだそこまでは、進捗状況どうなって

るんでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 跡地ということですけれども、まだ今の段階では半分ぐらいの方が残られるような傾向

でございますので、全て解体できるような状態でございませんので、跡地のことはまだ考

えてございません。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 長年住んでおられるところ、快適なね、例えば民間の住宅といっても、やっぱりそこが

いいということで、なかなかね、引っ越しというのは高齢になると特に難しいというとこ

ろもありますので、そこら辺も住んでおられる方の声と言うんですか、要望とか、そうい
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ったことも大事に聞いていっていただきたいというふうに思います。 

 それで、跡地のほうはまだまだ計画は先々のことでしょうけど、やはり今、高齢者の

方、この町営住宅に住んでおられる方以外の方でも、府営住宅もなかなか当たらないとい

うところで、住環境が非常に劣悪なところに住んでおられるという方もいらっしゃいま

す。やはり高齢になると、なかなか民間のところは貸してくれないというところもありま

すので、何らかの形で建て替えるということになったら、やはり町営住宅で建て替えると

いうことも検討していっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 町営住宅で建て替えるという件ですけども、この先はどうなるかも分かりませんけど

も、現在のところは一部耐震と借り上げ公営住宅ということで進めさせていただいており

ますので、先のご答弁は控えさせていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひ検討課題に入れていただきたいというふうに思います。やはり高齢で住居が本当

に、くみ取りで、お風呂もないといったところで住んでおられる方もいらっしゃいますの

で、そこら辺はよくよく検討課題にも入れていっていただきたいというふうに思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 北村委員、申し訳ございません。お待たせいたしました。 

委員（北村 孝委員） 

 大丈夫ですよ。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員、お願いいたします。 

委員（北村 孝議員） 

 すみません。１１０ページの１４節の工事請負費で交通安全施設整備工事２２８万５,

８００円。これ、どんな工事でしたか。 

 ちょっと一遍に言います。先ほど河野委員からヘルメットの年齢の拡充ありましたけど

も、それも大事ですけど、来年からかな、道路交通法変わって自転車もかなり厳しい。こ
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のヘルメット着用が罰則金あるのかどうか、ちょっと僕もはっきり見てないです。多分な

かったような気もするんですけど。年齢の拡充も大事だと思うんです。しかしね、着用

率、大阪が一番低いのかな、全国で。 

 そこのやっぱり着用するそういう、広報でも啓発いうんか、これは警察がせなあかんの

か行政が補助金出してるから、そういった着用率を上げるために啓発、着用してください

という、そういう啓発が大事なんかなと思います。その辺、よろしくお願いします。 

 それと、１１２ペーシの公園費で、公園施設等修繕料、出てます。私も相談も受けて、

点検も十分されてる、年に何回かされてるんかなと思います。そのような質問もこれまで

議員からもあったように思います。 

 遊具がやっぱりかなり古いところもありまして、ところによったら、現場にも原課、行

ってもらったんですけど、ブランコが下が木なんですよね。それがささくれてるというこ

とで、子どもさんがけがされるということで、ご近所の方がそこに発泡スチロール的なも

のをガムテープで巻いてされてるんです。現場に担当、行ってもらったんですけど、私が

その後見たら、いっこも直ってないので、そのままの元々の発泡スチロールというか、そ

ういうものをガムテープで巻いたまんまの状態で、どうやった言うたら、いや、やっぱり

お金の要ることなんでということで、その方もほんご近所の方なんでね。そう言って、ま

た、そのガムテープで貼ってる発泡スチロール、そのあれもそんなにずっと永久的なもん

でもないので、表に出たとき気がついたら、やりかえたりしていただいてるんです。 

 で、そのね、お金がないから、財源が要るからいうことですけど、私、この不用額が出

てますやん、需用費の中で。１３１万５，０００円。こんなんは使えないんですか。そう

いうところに不用額を残して、要はこんだけ要らんかったということでしょ。支出が予算

よりも少なかったいうことで、これだけ不用額、出てはるんでしょう。こんなんを活用で

けへんのかなと思うんで、この３点、ちょっとお願いします。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 交通のどんな工事ということですけども、こちら、２本に分けて、前年度は発注させて

いただいて、３路線、役場の前の道路、それで東忠岡小学校付近の交差点のカラー化、グ

リーンベルト、で、忠岡北の地区もグリーンベルトさせていただきました。 

 ヘルメットですけども、かなり周知はさせていただいてるんですけど、やっぱり自転車

利用者さんの危機感ていうんですかね、その辺というのがまだなかなかないような状況

で、警察さんもかなり周知はしていただいてますし、町としてもホームページ、広報等で

周知はさしていただいてるんですけど、なかなかやっぱり大阪府内全体で着用率が上がら
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ないというのが現状でございます。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 先ほどの北村議員のブランコの件なんですけども、誠に申し訳ございません。てっきり

直ってるもんやと思ってました。サンダーがけしたら直るんかなと思ってて、担当がそれ

をやってるんやと思ってましたけども、もう一回確認させていただきます。 

委員（北村 孝議員） 

 私も確認してからだいぶになるんですけど、やってないと思います。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 分かりました。申し訳ないです。確認させていただきます。 

委員（北村 孝議員） 

 ごめんなさい、私も、ひょっとしたら、そのままやってはるかも分かれへんです。ごめ

んなさい。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 それで、ブランコの件とか、我々職員で対応できるところは一生懸命対応させてもらっ

てるんですけれども、ひょっとして時間的なかげんでちょっとタイムラグが起こったかも

分かりませんけども、やれるところはどんどんやっていこうと考えてございます。 

 あと１点、その不用額の出てる件なんですけれども、原則的には不用額、回そうと思っ

たら、財政のほうと協議しながら、この不用額、使っていいかというお伺い立てながらや

りますんで、そこは協議しながら使えるものは使っていって、どんどん活用していきたい

と考えてございます。 

委員（北村 孝議員） 

 ごめんなさい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員、大丈夫ですか。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長、すみません。自転車のヘルメットですけども、啓発言うたけど周知ですな。よ

ろしくお願いします。 

 それと、私、交通安全施設整備工事いうから、何か物が建ってるのかと思って、そうじ

ゃなくて、道路のグリーンベルトとか、そういうあれなんですね。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 坂本課長。 

産業建築課（坂本 健三課長） 

 もろもろいろいろあるんですけども、ガードレールとかを新設したりというところにも

使いますし、いろいろ新設もあれば維持っていうところもありますので、よろしくお願い

いたします。 

委員（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 それと、公園の１つ、ブランコの座るところのをちょっと例に挙げさせてもらいました

けども、多分まだ直ってないと思いますけど、ごめんなさい、もう直っていたらすみませ

ん。 

 それで、先ほど商工のほうで森林譲与税、あんなんで、例えばあそこにああいう、あれ

使えるんですね、その辺は僕はちょっと分からないですけど、そういったのんで使うと

か、それが使えなかったら、例えば素材的にね、木が一番いいんでしょうけど、やっぱり

古くなって、お日さんまたやったら劣化もしてきて、ささくれていうようなとこがありま

すので、その辺の素材も含めて、森林譲与税も使えるんやったら使って、その木を、まあ

ね、ブランコをやりかえるというところで、子どもの安全のためによろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

委員（北村 孝議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑はございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません、１点だけちょっとさっき聞き忘れましたので。 

 大津川の河川公園の中に、ベンチが間隔を置いてあって、かなり傷んでるということ
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で、ぜひ修繕してほしいということは前にも言わしていただいてます。それで、何脚かな

っているとは思うんですけどね、椅子を置くだけではやっぱりね、深く掘っていかんと川

が増水したらベンチ流れますので、費用はちょっと要るのかなというふうには思うんです

けど、やはりあそこは住民の方がね、歩いていらっしゃいますし、やっぱりちょっと休憩

したいとかいうこともありますので、どのような計画になるんでしょうか。全部終わるの

は。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 今、河野議員が言っていただいたように、何脚かは修理させていただいてるんですけれ

ども、残りの分はもう、申し訳ないけど、最初設置した分をまるまる同じ数やり替えると

いうことは、今のところ想定してなくて、あそこ皆さんウォーキングされてますんで、間

隔を置いてもう一回やり直すというか設置していこうというふうな考えを持ってございま

す。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 じゃあ、あれですか、全部を直すわけではないので、間隔をまた広げていくというよう

な計画になっているんですか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 あそこはどうしても、増水しますとものすごくそこに引っかかりますんで、ですから今

言ったように、まるまる元のあった数をそのまま戻すんでなくて、申し訳ないですけれど

も、ちょっと間引きはさしてもらおうというふうには考えてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 間引きをするということではありますけれども、それはいつぐらいに工事いうか、が終
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わる予定なんでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 今現在、明確な計画はないんですけれども、できるだけ早いことやっていきたいなとい

うふうには思っております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 散歩だけでなくてね、やはり歩行訓練と申しますか、やはり今いろいろとね、狭窄症と

かいろんなことをやって、ちょっと歩くのが大変だということで、ストックなんかを持っ

て、やっと歩いていらっしゃるという方もいらっしゃって、そういった人の声はね、やっ

ぱりベンチきれいにしてほしいと。 

 やっぱり座らんとしんどいというところがありますので、間引きをされるということな

んですけど、現在何脚あって、どれぐらいまで減らしていくという方向性なんでしょう

か。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。すみません。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 すみませんが、今何脚あるとかは、ごめんなさい、数として把握してございませんし、

今言ったようにそれを今何脚にするという、そこまでの計画もございませんけど、今言っ

たように現状を見ながら考えていきたいというふうには考えてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひね、あんまり減らさんと、まるまるはできへんということやねんけど、あまりそう

数を減らしてしまうと間隔が空き過ぎて、お年寄りとか障がい者の方、大変というところ

がありますので、そこら辺はいろいろと酌んでいただいて、計画進めていっていただきた

いというふうに要望しておきます。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 では、他にご質疑はございませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 次に１１３ページから１１９ページの第９款 消防費につきまして、担当課の説明を求

めます。ちょっとお時間、待っておりますので。 

（消防費 担当課説明） 

 決算書の１１３ページをお願いいたします。第９款 第１項 消防費の決算額は、３億

８，１６４万５，０３６円で、前年度と比べ１，２１７万６，４６３円、３．３％の増

で、主な要因は消防本部庁舎仮眠室等個室化事業によるものでございます。 

 それでは、各目ごとに主要な内容についてご説明いたします。 

 第１目 常備消防費です。これは消防本部の運営に必要な経費となっており、本年度決

算額３億７，２７３万２，４１３円でございます。 

 １１３ページから１１４ページをご覧ください。第２節 給料から第４節 共済費まで

の人件費が３億３２８万２，３８５円を支出し、常備消防費決算額の８１％を占めており

ます。 

 第１０節 需用費におきまして、更新計画に基づき、火災現場用活動用被服５名分、１

８０万４，２２０円を支出しております。 

 続きまして、１１６ページをお願いいたします。第１２節 委託料におきまして、消防

本部庁舎個室化事業に伴う管理業務委託料２６４万円を支出しております。 

 同じく第１４節 工事請負費におきまして、消防本部庁舎個室化工事に４，２８４万

１，７００円を支出しております。 

 続きまして、１１７ページをお願いいたします。第１７節 備品購入費におきまして火

災現場用器具の新規整備に５４万３，４００円を支出しております。 

 第１８節 負担金補助及び交付金におきまして、消防指令システム共同運用負担金とし

て２８５万９，３０１円を支出しております。 

 続きまして、第２目 非常備消防費です。これは消防団の運営に係る経費となってお

り、本年度決算額８９１万２，６２３円でございます。 

 第１節 報酬におきまして、消防団員の報酬及び訓練等に伴う出動手当３３１万６，１

６７円を支出しております。 

 第７節、報償費として、消防団員３名の退団に伴う退職報償金２１５万２，０００円を



38 

 

支出しております。 

 続きまして、１１８ページをお願いいたします。第１７節 備品購入費におきまして消

防団訓練用資機材の整備に７０万４，０００円を支出しております。 

 以上が消防費の主要な内容でございまして、それ以外の箇所につきましては昨年度と大

きく変動はございません。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ありがとうございます。説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ございませんか。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 １１７ページの負担金補助及び交付金の中の指令システム共同運用負担金についてお伺

いします。１市１町で消防指令業務の共同運用を開始してから４年以上がたちました。共

同運用の効果で、救急における直近指令の最大効果で、６年度は約２分も短縮された事案

があったと岸和田のホームページで知りました。共同運用における効果の直近指令の双璧

をなすゼロ隊運用というのは、昨年度はありましたでしょうか。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 すみません、今ご質問のありましたゼロ隊運用につきましては、消防車両及び救急車が

忠岡町管内にないときに、岸和田市さんからの自動応援という形になりますので、そうい

った案件は昨年度に関しては発生しておりません。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。じゃあ、直近司令、ゼロ隊運用以外でも効果があれば教えてく

ださい。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 
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 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 共同運用を行いまして、各隊における活動に対する意識というのが、職員の中で大きく

変化しております。消火隊におきましては常時、年間４００近い案件に対する訓練を各隊

員が計画し、随時行っていってる状況です。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。私もいろいろその総合計画の行政評価とかも見てるんですけれ

ども、この消防に関して今年度やってみて、何かこんなことがあったので次に生かしたい

とか、何かあれば教えてもらえますか。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 昨年度、岸和田市さんなんですけども、ゆめみケ丘に防災センターというのができまし

て、そこで各訓練を岸和田市さんが行っている状況です。 

 本町におきましては、本年度より消防フェアを１１月に開催しようと、今計画している

ところで、１０月１日付に広報をさせていただこうと考えております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。共同でやられているということなので、私たちというか忠岡町

にはない価値観というか考え方とかを常に交差させて、いい消防をやっていただけたらと

思います。 

 続いて、１１３ページから１１９ページ、消防全般において確認します。 

 昨年度、映像通報が開始されましたが、これが活用された事案はありましたでしょう

か。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 昨年度開始されてから、本町において映像通報での活用は発生しておりません。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。じゃあ、あと昨年度、ちょうど今の時期に石川県への大阪府緊

急消防援助隊に派遣されていると思います。どんな活動に従事したのか、そして何か学び

はあったのか、お教えください。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 昨年度、１月に発生しました能登半島地震において、合計５名の職員を後方支援隊とし

て派遣しております。 

 後方支援隊は最前線の活動隊の一歩後ろといいますか、そこで支援をするための活動部

隊で、ローラー作戦とか、そういった人命検索の活動には参加させていただいています。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 それを経験されて、その学びが本町でも生かしていただきたいと思うんですが、何か生

かされるようなことがあったのかどうか教えてもらえますか。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 現在ですね、火災とか災害時において、指揮支援といいますか、まず活動隊は活動隊で

直近で活動するんですけども、それを支援する隊っていうところの重要性ていうところが

重要視されてきています。そういった活動内容に徐々に切り替えれるような形を今検討中

でございます。 



41 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 行かれて新たな経験をされたということなので、その学びを生かしていただけたらと思

います。 

 あと、私のちょっと確認なんですけど、この令和６年の事務報告に見守りパトロールと

いうのが、忠岡小学校と東忠岡小学校の登下校時に合わせて見守りパトロールを９回実施

しましたってありました。多分これ、令和６年からかなって、私も見守り隊してて思った

んですけど、これはどういう経緯でされるようになったのか、教えていただけますか。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 下川次長。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 令和６年度で見守りパトロールということで実施さしてもらいました。それはこの近年

の不審者が多く出ているであるとか、あと通行中、登下校中に交通事故に遭われたという

ようなところもありまして、そのようなことを踏まえて、消防でも何か協力できないかと

いうようなところを協議した結果、通常、消防車でパトロールというのはしてるんですけ

ど、ちょうど子どもの登下校に合わせてやるのもいいんじゃないか、一石二鳥じゃないん

かというようなところで見守りパトロールを実施させてもらったところです。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 私もちょっとびっくりしてて、どういう感じでこれは生まれたんだろうかなっていうの

があったんですけど、職員さん同士でこれやってみたらいいんじゃないかということでさ

れたということですね。 

 すごく私も、やってて、世の中みんな子どもたちは、ああ、走ってるってなってたん

で、そんなようにいろんな形で子どもたちを見守ってもらうのはありがたいと思いますの

で、今後もいろいろと対応していただけたらと思います。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑はございませんか。 

委員（北村 孝議員）  
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 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 １１５ページの消防車両修繕料が出ています。どっか当てたのか、一時よく消防のほ

う、救急車がよく当てられてましたんで、それだったらまた案件が上がってきはるでしょ

う。多分聞いてると思うんですけども、ちょっとこの修繕の構造的なものなのか、ちょっ

とその辺と、今年度、高規格救急車が更新されて、消防車両のほうは今後更新される計画

はあるのかどうか、その辺と。 

 あと、１１６ページの工事請負費、消防本部庁舎仮眠室等個室改良工事、これはちょっ

と問題になった案件ですけども、これもう完了しているのか、ちょっとその辺、教えてい

ただけますか。 

 あと、消防指令システム共同運用負担金もありますけど、これまでも議員が質問された

こともあると思います。そういったことで出動回数がかなり多くなったのかいうところ

と、消防職員さんの負担で、そういった職員さんのお声が何かあるのかというところです

ね。 

 もう１点、１１７ページから１１８ページにかけて、消防団員さんの報酬とか退職手

当、出てます。これそのものの質問ではないんですけど、団員さん自体がやはり、もうな

り手がないっていうようなことも、ちょっと前の団長に聞いたこともあるんです。当然、

法的な定員ありましたよね。現在どれくらいなのか。 

 あと、これまで私も質問したけど、女性の消防団員の募集というか、そういったところ

と、この団員さんの減って、なり手がないというところの部分について、どう今後やって

いくのか。消防団自体がなくなっちゃったら、消防署としては当然負担が多くなりますよ

ね。消防団の人も恐らくお仕事を持ってのことですから、なかなか緊急に現場へ駆けつけ

るいうこともなかなか難しいんで、そもそもこのなり手不足というのは、どういった状態

でないのか。もうそんなんは、火事とか災害とか、そういうのはもう消防署に任せといた

らええわという気があるのか。あまり啓発というかしてるような、募集してるような、あ

れはあまり広報でも見受けられない。私、見落としているのか分かりませんけど、その

辺、ちょっと消防団のあり方いうか、今後の人確保についての、団員確保についてのその

辺の見解と。 

 すみません、ちょっと戻ります。これ、どこに言うたらいいあれか分からへんけども、

私、いつも通るたびにね、消防署ありますやん。西向きか。夕日が入って、前のあの何と

いうところや。指令いうか受付いうんか。バインダーちゅうか、ブラインドやな。落とし

てる。あれは私、どうなんかな。中から外、警察じゃないから見てる必要もないんやろう

けど、構造上というか、その交通の関係なのか。 
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 昔、よう商店なんかテントをガーッとやったのありますやん。あれやったら日を、西日

をちょっと避けられる。そやけど、あれを出すことによって通行の妨げになるとかいろい

ろあるんでしょうけど、最終的にああいう形でお日さんを遮って、西日を遮ってるような

ことで、非常に気の毒に思いますしね。その辺のちょっと何か対策も考えていただけれ

ば、私らも職員さんを見るには安心もしますので、そういうところもあるので、その辺に

ついてもちょっと見解を教えていただきたいです。 

 以上です。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 まず、車両の修繕料に関する質問なんですけども、こちらは事故等での修繕ではなく、

ポンプ車の経年劣化による部品の取り替えの修繕を行ったものです。 

 それと、車両の更新につきましては、車両更新計画を立てながら、財政部局と相談しな

がら更新という形をさせていただいております。 

 あと、共同運用の効果というところにおきましては、忠岡町においては救急件数の増加

はあるんですけども、火災もしくは救助事案のときに岸和田市の自動応援という形で、指

揮隊、救助工作車、はしご車等の特殊車両の増隊を受けています。 

 その効果としましては、職員間の中での交流というところも増えておりまして、活動の

統一というところで合同で訓練等を行いながら、岸和田市さんと共同で活動を行っている

ところでございます。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

  委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  和田課長。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 すみません、続きまして、消防本部の消防庁舎の工事の件です。令和５年度に設計委託

をお願いしまして、令和６年度に工事を行ったというところになっております。その中

で、令和７年１月に改修工事が完了しまして、そこから庁舎の改修したところを使用し出

したという形で、完成はもうしております。 

 で、現状なんですが、救急隊員等が泊まりで使用しているというところと、あと女性消

防職員が１名おりまして、今回の工事で女性専用の施設を改修工事として入れさしていた

だきました。 

 その中で、女性消防職員が毎日勤務、９時から１７時半で勤務していたんですが、１月
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から隔日勤務ですね。泊まりの勤務で今は活動しておりまして、救急出動もしますし、火

災にも消防隊として出動しているというところでございます。 

 続きまして、消防団の募集のところなんですが、現状、条例定数が消防団員なんですけ

ども、４５名になっております。その中で消防団員の現状の数なんですが、消防団員２５

名というところになっております。令和６年度末で３名が退団されまして、そこで２６名

になったんですが、１名がですね、東京のほうにちょっと出張という形になって、一たん

休団という形になってまして、現状２５名の消防団員がいるというところになっておりま

す。 

 条例定数４５名で現状２５名というところで、消防団員も年々減少傾向というところ

で、消防といたしましても消防団員の募集というところがかなり課題になっておるのが現

状です。 

 その中で、どういうふうに今後、消防団員の数を増やしていくんかというところなんで

すが、災害があった場合、やはり消防団員がたくさんいなければ、なかなか災害に対応で

きないというところで考えてはおるんですが、現状、増えてないという形になってます。 

 そして募集のところなんですが、現状なんですが、ホームページで募集をしたり、あと

ですね、成人の集いのときに消防団員さんに直接行っていただいて、広報していただいた

りですとか、あと役場に設置しているデジタルサイネージのところに消防団の募集をちょ

っとつけさしていただいて、下に１階のロビーにあるんですけども、デジタルサイネージ

のほうで募集をかけたり。 

 そのほかにも、この令和７年９月１日からなんですが、消防本部消防団のインスタグラ

ムというのを開設させていただきました。その中で、消防団員の募集というところをちょ

っと今後、若い方なんかでしたら、そういうＳＮＳですね、その辺をかなり見るというと

ころを聞いてますので、その辺を中心に消防団員を募集していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 続きまして、消防本部の１階の受付の通信室のところなんですが、現状ですが、夜間は

ブラインドのほうは閉めさせていただいています。 

 それから、ＥＳＣＯ事業の工事があったんですが、その中で、西向きの窓なんですけど

も、そこの窓は全て断熱材を窓に入れていただいたという工事をさせていただいておりま

す。 

 その中で、かなり断熱効果というのは出てるというところなんですが、ブラインドも付

いておりますので、その辺も使いながら、夏場のですね、かなり断熱材を入れる前はすご

く暑くて、あそこには重要なシステムも入っています。その中で熱暴走したりとか、そう

いうこともあったり、通信員がかなり暑いというところもありましたので、ＥＳＣＯ工事

でかなりその辺は改善されているのかなというところで考えているところです。 

 以上になります。 
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委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。消防の修理というのはもう定期的なというか、部品交換いうこ

とで分かりました。 

 で、消防車両の更新。これは財政と相談しながら、近々更新しないといけないという車

両はないんですよね。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

総務課（和田 衛太課長） 

 １台、ポンプ車のほうは更新の時期に差しかかってきているところでございます。 

委員（北村 孝議員） 

 それで、仮眠室ですけれども、当然これは女性の職員さんが入って夜勤で泊ったりする

こともあるのでということで、こうやって進めて。女性の職員さんは今のところまだ１名

でしょうかね。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 北村議員おっしゃるとおりでございます。 

委員（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。今後、また女性の職員さんを。委員長、すみません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 今後もまた女性の職員さんをね、募集かけていただいて、災害とかそういうところで女

性でないと分からない部分もやっぱりありますので、これまでも質問させていただいたと

思うんですけど、その辺もよろしくお願いいたします。 

 そして、消防団ですね、なかなかね。多いときではかなり、４５名。定数というのはず

っと変わってないんですよね。変わってないですね。多いときはもっといらっしゃったん
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でしょうけど、私も一時憧れたことあるんですけど、年齢的なもんもありますし。それ

で、この退職というのは、当然定年制はあるんですよね。途中退団ていうこともあるんで

しょうかね。これについて。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 すみません。定年というのは基本ございません。基本的には多いのが一身上の都合とい

う形で退団される。高齢になってきましたら、本人の判断で退団されているところがあり

ます。また、若い間に中途で仕事の関係上とかですね。その辺りで退団される方もいると

いうところになってございます。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 消防団員というのは、例えば火災現場にも行きはるんやろ。当然、消防団の消防車両あ

りますから。災害なんかもですけど、大体一つのそういうことがあるときに、どれくらい

出動いうか、されるんでしょうかね。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

総務課（和田 衛太課長） 

 基本的には忠岡町管内の建物火災、お家ですとか、いわゆる建物ですね。建物が火災に

なった場合は、岸和田忠岡の共同指令システムから、自動で消防団の方に対してメールで

出動指令がかかっているところでございます。ですので、建物火災があった場合は、消防

団が集結して出動しているというのが現状でございます。 

 その中で、火災自体が昔よりも少なくなっておりますので、また誤報なんかも結構多い

んです。自動火災報知器、火災報知器なんですけども、それが誤作動を起こした場合も消

防団の方が来られます。ただ、そういうときは出動しないという形になっています。もち

ろん火災が完全に起こっておれば、集合していただいて、すぐにポンプ車で出動するとい

う体制はとっているところでございます。 

  以上です。 
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委員（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 ごめんなさい。引き続き募集に、なかなか難しいでしょうけど、それでまた女性の消防

団員も含めて、また啓発していただければありがたいなと、こう思います。 

 消防庁舎、私、ご丁寧にＥＳＣＯの関係もあって、断熱剤を入れて、ＥＳＣＯの効果が

より出るような形でやってはるんですけど、私、そういうことじゃない、西日をね、入る

から開けてられへんでしょう。スモークを張るわけにもいけへんですね。窓ガラス、大き

なあの受付のね。ほんで、そのたびにブラインドのあれ、下ろしてはると思うんです。

私、前通るたびに、まあ中見えたら具合悪いいうことはないんで。そんなんやったら窓作

る必要も、大きなあんな、必要もないし、それは設計上ああいう形、光取るのに、明かり

取るのにやってるんかもわからへんけども、ただ住民から、前通ったとき、前に消防職員

さんがいらっしゃるいうことで、私、安心、警察ではないですけど、安心あると思うんで

す。その辺でね。それで日が差して気の毒やなと思うんです。断熱剤を入れはったから一

定の効果が出てくるんでしょう。その辺をちょっと質問させてもらったんですけど、その

辺についてどうなんでしょうか。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 下川課長。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 今、議員おっしゃる件で、昔の当初の目的は車の盗難防止であるとか、あと前の通行で

何か起きてたらとか、あと住民さんの安心であるとか、その辺の目的であの通信室という

のは設けたところなんですけど、現状、各消防本部、よその消防本部はもうそういうのは

廃止しているところが多くて。というのが、もう庁舎自体に完全に前へシャッターを付け

て、もう盗難とかそういう心配もないというようなところがあって、しっかり戸締りもし

てるというところがあって、もうほとんどその通信室というようなところの機能を活用し

ているところというのは少なくなってきています。 

 うちもその辺ね、ちょっとそういう形に持っていきたいなというところで検討しいるん

ですけど、なかなかシャッターというところの設置するのに費用がね、結構かかりまし

て、それで特に今、国の財政措置というようなところも少ない中で、なかなかその辺をシ

ャッター設置して、完全に閉じまりできるような状況にするには費用がかかるというとこ

ろで、一応見積もり取ってね、財政のほうと話ししながら、後々は完全にシャッターつけ
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て、あの通信受付もなくして、全部上に上げてというようなところで検討しているところ

なんです。 

 なので、費用面というところが一番ネックになってきてて、現状、シャッターがないの

で、この受付室に１名はもう置いとかざるを得んというような状況になっているところで

す。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 すみません、ご丁寧に。よく分かりました、現状。 

 そうですね。泉大津も新しくできましたけど、ありませんもんね、大きな窓というの

は。前は、以前お墓の近くに、臨海近くにあったときはそういうのは見えてましたけど

ね。分かりました。 

 非常に大変な、公務員とはいえ大変なお仕事なんで、家族さんもいらっしゃることでし

ょうし、自らの命を顧みず、やっぱりせなあかんとこもあるので、その辺気をつけて、ま

た安心安全のためによろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 先ほどから出てます消防本部の庁舎の仮眠室、これは女性の救命隊員さんが入られたと

いうこともあってというふうにお聞きしてるんですけど、まだ１名しかいらっしゃらない

ということで、私ももう１名入られたんかなと勘違いしてましたけど、募集のほうはもち

ろんされているんでしょうか。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

総務課（和田 衛太課長） 

 女性の募集は、新規採用者を募集する際には、男女若干名というところで募集はかけて
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いるところでございます。 

 令和７年度に１名、この１０月からなんですが、１名採用がありまして、この１０月か

ら消防学校のほうに行くというところになっています。 

 その中で、現在、消防職員が３９名というところで、条例定数いっぱいというところま

で来ておりますので、今後欠員が出れば女性職員のほうは、男性、女性関係なくそこにつ

いては募集をかけていくというところになっております。現状は１名というところでござ

います。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 １名増えるということであろうかと思いますので、やはりその女性隊員さんも１人より

か２人のほうがいいと思いますけど、今、条例定数いっぱいで３９名とおっしゃっていま

したけれども、この１名の女性の方が消防学校を卒業したらこの定員、いわゆる条例定数

いっぱいやけど、ここに１名入るということになるんですか。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

総務課（和田 衛太課長） 

 すみません。現在、この１０月から行く者は男性職員で、ちょっと分かりにくくて申し

訳ありません。男性職員でありまして、その男性職員で３９名になります。ですので、３

９名の間は、条例定数が変わらない限り次の職員は入らないというところでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひ女性の隊員さんも増やしていただきたいというふうに思います。 

 消防指令システムの共同運用が岸和田市さんと共同運用になって、非常に救急車の出動

も多くなったというのを毎年聞いてるんですけどね、この年度はどうなんでしょうね。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員（河野 隆子議員） 
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 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 令和６年度におきましては、救急件数が１，８８５件となっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 この１，８８５件というのは、全部町内だけじゃないですね。岸和田のほうに応援に行

かれたのもこの中に入ってるということですね。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 おっしゃるとおりでございます。忠岡町管内での救急件数が９９４件ですね。それで、

岸和田管内の件数が８１７件となっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 今、数をお聞きすると、結構岸和田とそないにね、町内と町外と変わらない出動されて

いるということなんですけど、非常に夏場なんか熱中症とかもあると思うんですけども、

救急車をもう見ない日がないぐらい、本当に頻繁に走っておられますね。大変ご苦労かけ

てると思うんですが、この岸和田さんで増えた分で、忠岡町の消防のほうで少し負担が増

えたと、そういうことはないでしょうか。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 負担といいますと、やはり出動件数が増えてますので、職員にかかる負担というのはや

はり多くなってしまうところでございます。 

 ただ、先ほど忠岡が９９４件、岸和田に８１７件の出動はしているんですけども、岸和
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田市さんから忠岡にも２２５件の救急出動はしていただいているところでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。高月とか北出の辺はね、岸和田市さんのほうから来るようになっている

と聞いてますので、出動件数は増えたけれども、岸和田市さんも出動していただいてると

いうところと、あと、火災のほうね、この６年度は忠岡町内でなかったかというふうに記

憶しているんですが、岸和田市のほうへ応援に行くとか、そういったことはあったんでし

ょうか。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森田課長。 

消防本部（森田 憲久署長兼警防課長） 

 忠岡管内での火災というのは４件だったんですけども、岸和田管内への出動というのは

忠岡町で３６件の火災出動はしております。ただ、炎上した火災というところは、このう

ちの数件ということです。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません。忠岡町も４件あったということで、すみません。申し訳なかったです。メ

リットとしては、なかなか忠岡町も特殊車両というか、はしご車とかいうのは持ってませ

んので、そういったところは岸和田市さんから来ていただけると、そういったメリットも

あるということをお聞きしました。 

 それで、さっき見守りパトロールの件ね、おっしゃってました。令和７年度も引き続き

していただいているんでしょうか。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 下川課長。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 
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 一応その事業というか運動は、令和６年度限定の運動でした。 

 それで、おっしゃるように、今後は継続していくのか、その先どうするのかというよう

なところは、ちょっともう一度消防本部内で検討して考えていきたいというふうに思いま

す。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ありがとうございます。すみません、今ちょっと１２時前になりまして、そろそろお昼

なんですが、このまま続けさせていただいてもよろしいでしょうか。 

委員（河野 隆子議員） 

 私ももうそんなないんで。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 そうですか、このまま続けさせていただきます。失礼いたしました。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長、すみません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  河野副委員長、どうぞ。 

委員（河野 隆子議員） 

  今、１年間限定ということでありますけれども、やはり救急車と違って、消防車とい

うのは毎日出動するわけでもありませんので、やっぱり車を動かす、エンジンを動かすと

いうのがね、いざというときに動かないということはないとは思いますけれども、それも

兼ねてということもありますので、やはりあの見守りパトロールね。ぜひ再開してほしい

と思いますけど、いかがでしょうか。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 下川課長。 

消防本部（下川 浩幸次長兼予防課長） 

 常に訓練とかパトロールは行ってるんで、あと、地水利の調査であるとか消火栓調査は

行ってるんで、その辺も含めて、できる限り見守りパトロールも実施する方向でちょっと

検討をしていきたいなというところで考えてます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 もう最後です。ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。 
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 それで、先ほどから消防団のお話もありました。なかなか団員さんが増えないというと

ころで、非常に悩むところでありますけれども、さっき出動という言葉もありました。こ

れは、消防団の方の出動というのはどういった内容なんでしょうか。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 すみません。先ほどもちょっと答弁させていただいたんですが、消防団の出動は、忠 

岡町管内の建物火災の際に出動指令が全団員に対してメール、それから電話でかかるよう

になっています。 

 あとですね、台風であるとか地震であるとか、そういった場合に参集していただいて活

動していただくというふうなことが主な内容になってございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。じゃあ消防団の方に関しては岸和田のほうに出向いていくということは

ないということですね。 

消防務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 おっしゃるとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうですか、分かりました。 

 それで、町内の建物の火災以外でもね、火災訓練とか、そういったときは来ていただい

たということで、大変いろいろ指導もしていただいて助かりました。それで、条例定数が

４５名だけども、現状２５名しかいらっしゃらないということで、いろいろとね。成人の

日の広報とか、インスタグラム、今度開設されたというところで、そこら辺で期待もした

いというふうには思っていますが、ぜひ人数が増えるというところで、声かけというんで

すか周知、そこら辺は今後もよろしくお願いしたいというふうに思います。いかがです

か。 
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消防総務課（和田 衛太課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 和田課長。 

消防総務課（和田 衛太課長） 

 今後も募集に関してはいろいろな方法を考えまして、続けていきたいというふうに考え

ております。 

委員（河野 隆子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑はありませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 お昼ですので、ここで休憩し、１３時から再開いたします。１３時まで暫時休憩いたし

ます。 

 午前中どうもお疲れさまでした。１３時から再開いたします。 

（「午後０時０１分」休憩） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 まず、１１９ページから１４５ページの第１０款 教育費、第１１款 公債費、第１２

款 予備費につきまして、担当課の説明を求めます。 

（教育費 担当課説明） 

 それでは、教育費についてご説明させていただきます。 

 １１９ページをお願いします。第１０款 教育費、第１項 教育総務費、決算額１億

６，５０６万５，９４５円。 

 第１目 教育委員会費、決算額８３万１，０００円で、前年度と大きな相違はございま

せん。 
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 第２目、教育総務費、決算額１億６，４２３万４，９４５円で、前年度比約１，８６０

万円の減は、組織機構改革により就学前教育がこども課に移ったことで、教育委員会職員

が減員し、人件費が下がったことによるものです。 

 １２３ページをお願いします。第２項 小学校費、決算額１億３，６０５万３，１２０

円。第１目 学校管理費、決算額８，５０１万３，９３３円で、対前年度比約６５４万円

の増は、工事請負費の増によるものでございます。 

 １２６ページをお願いします。第２目 教育振興費、決算額２，１６２万７，０１７円

で、対前年度比約１，２１３万円の増は、備品購入費の増によるものでございます。 

 １２８ページをお願いします。第３目 学校給食費、決算額２，９４１万２，１７３円

で、前年度比と大きな相違はございません。 

 次ページお願いします。第３項 中学校費、決算額６，６３６万３，２２６円。第１目 

学校管理費、決算額４，０６５万５，４９０円で、前年度比と大きな相違はございませ

ん。 

 １３１ページをお願いします。第２目 教育振興費、決算額８４７万９，１５３円で、

前年度と大きな相違はございません。 

 １３３ページをお願いします。第３目 学校給食費、決算額１，７２２万８，５８３円

で、前年度比と大きな相違はございません。 

 次ページをお願いします。第４項 社会教育費、決算額１億４，０１７万４，９９２

円。第１目 社会教育総務費、決算額６，８００万１，８３９円で、対前年度比約１，４

７９万円の増は、昨年度第２目 留守家庭児童学級費から、放課後児童健全育成事業運営

管理等業務委託料として、社会教育総務費に追加されたことによるものでございます。 

 １３７ページ、お願いいたします。第３目 町民運動場費、決算額１，２２１万９０１

円で、対前年度比２億１，５２２万１，５８１円の減は、町民運動場改修工事費の減によ

るものでございます。 

 次ページお願いいたします。第４目 公民館費、決算額４，４２６万３，２９９円で、

対前年度比１，１０５万４，８１０円の増は、人件費の増によるものでございます。 

 １４０ページをお願いいたします。第５目 図書館費、決算額９５５万４，３３５円

で、前年度と大きな相違はございません。 

 １４２ページをお願いいたします。第６目 スポーツセンター費、決算額２６５万３，

７５０円で、対前年度比約１９４万円の増は、スポーツセンター修繕負担金の増によるも

のです。第７目 児童館費、決算額３４９万７６８円で、前年度と大きな相違はございま

せん。 

 次ページをお願いいたします。第５項 保健体育費、決算額１，０８３万５，３２１

円。第１目 学校保健費、決算額７６６万７，７６９円で、前年度と大きな相違はござい

ません。 
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 次ページをお願いいたします。第２目 社会体育費、決算額３１６万７，５６１円で、

前年度と大きな相違はございません。 

 教育費は以上でございます。 

（公債費 担当課説明） 

 １４５ページをお願いいたします。第１１款、第１項 公債費、支出済額６億８，７１

９万８，３７２円で、第１目 元金支出済額６億４，４５６万６，１３９円は、長期債償

還元金で、前年度と比べまして８，３１５万４，０２７円の減で、これは町民いこいの広

場整備事業債などの償還完了などによるものでございます。 

 第２目 利子支出済額４，２６３万２，２３３円は、長期債償還利子等で、前年度と比

べまして１０３万２，３０６円の増でございます。 

 第１２款、第１項、第１目 予備費につきましては、土木費へ２０８万３，０００円。

こちらは大津川河川公園応急復旧業務委託料への充用でございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 まず、１１９ページから１３４ページまでの第１０款 教育費、第１項 教育総務費か

ら第３項 中学校費までについてのご質疑をお受けいたします。 

 教育費を前半と後半に分けます。もう一度言いましょうか。１１９ページから１３４ペ

ージ、教育費の第３項 中学校費までのご質疑をお受けいたします。 

 いかがでしょうか。ご質疑ございませんでしょうか。 

委員（森野 良一議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。１２５ページの学校管理費の中で、エレベーター保守点検業務委託料って

あるんですけど、小学校にエレベーターってあります。すみません、お答えお願いしま

す。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 東忠岡小学校のほうにエレベーターのほうがございます。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。すみません、認識不足で申し訳ございません。 

 それと、もう１点。今、小・中学校のＧＩＧＡスクール構想関連費用からお伺いしま

す。本町におきましてもタブレット末端機導入後、４、５年が経過しておるんですけれど

も、当初は授業での活用に苦労されたと伺っていますが、現在はこの末端機をどのように

授業で活用し、ＧＩＧＡスクール構想の目的である子どもたちの可能性を引き出す個別最

適な学びと共同的な学びを実現されていますでしょうか。お答えお願いいたします。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 ＧＩＧＡ端末につきましては、第１期につきましては令和２年に配備のほうさせていた

だきまして、当初は授業改善ということで学校を中心に活用のほうさせていただきまし

た。現在では昨年度、教育フォーラムのほうも実施させていただいたところなんですが、

様々な教科で小・中学校のほうで活用させていただいてるところでございます。 

 第２期につきましては、この８月に学校のほうに配備のほうさせていただきましたが、

特に家庭学習での活用、利活用ということを計画しておりまして、今年度につきましては

経過措置で、来年度から本格的に家庭学習でもＡＩドリル等を活用してということで考え

ております。 

 議員お示しの個別の最適化等につきましては、まずは授業改善の中で、現在も班活動等

で活用のほうさせていただいているところでございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。私からは以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございませんでしょうか。 

委員長（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 
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委員（河野 隆子議員） 

 １１９ページのところなんですけどね、スクールソーシャルワーカー、これが６６万

６，０００円、決算で上がってるんですけど、スクールソーシャルワーカーの支援として

は、子どもや家庭に直接働きかける直接支援というものと、それから学校の教育に対して

サポートを行う間接支援と２つがあるというふうに認識していますけれども、スクールカ

ウンセラー同様、不登校やいじめなどの対応の支援のための配置であるというふうに思い

ますけど、令和６年度において配置場所、時間、日数を教えてください。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 令和６年度のスクールソーシャルワーカーの派遣回数につきましては、小学校３４回、

中学校１５回ということで派遣のほうをさせていただいております。 

 すみません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 内容につきましては、委員おっしゃってくださったように、例えばケース会議等教員に

よるケース会議、あるいはスクールソーシャルワーカーの役割でございます福祉的な観点

から関係機関に家庭をつないだりというアセスメントの部分も行っております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 こちらもスクールカウンセラーと同様にね、状況に応じて充実させることが必要だとい

うふうに思います。 

 そこで今、内容について福祉につなげるというところもありますけれども、福祉につな

いだという件数もあるんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 
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 連携した関係機関等ということで、３６件報告のほうが上がっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 それでね、そうやって相談を受けていただいて、つないでいただくということも、これ

は大事な事業だというふうに思いますけれども、この時間、３４回と１５回という回数を

教えていただきましたけれども、やはり状況に応じて回数こんだけだけど、充実させる

と、今後ね、そういった必要性というのはないでしょうか。今後の対応についてお伺いし

たいと思います。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 現在のところ、スクールソーシャルワーカーの方、学校とも連携をして、いわゆる関係

機関とも連携ということで、いわゆるその限られた時間の中で業務のほうをこなしていた

だいておりますので、今のところ拡大等は考えておりませんが、また状況等を見てまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 限られた時間だけでなくて、どうしても時間オーバーするというんですか、回数がもう

ちょっと増やして対応しないといけないということがあれば、それはぜひそうしていただ

きたいというふうに思いますけど、いかがでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 もちろん緊急の場合等、そのような形で対応のほうしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません。同じページで、小学校のスクールカウンセラーの配置事業ですね。載って

いるんですけど、これは事務報告から見ると、各小学校に１名配置されていて、年間２５

回ということでありますけれども、相談件数が４年度と比べてだんだん減ってきて、今、

６年度、６３２件というふうに聞いております。 

 そこで質問なんですけど、不登校とか暴力行為とかいじめとかですね。それから児童虐

待などの課題解決のために配置をしてもらってるということでありますけど、この相談件

数については年々減少している。令和４年度なんか１，１５４件あったんですね。これが

だんだん減ってきてるというのが気になるところなんですけど、相談件数が減少してい

る。なければそれで減っていくというのはもちろんよいんですけど、減少してる要因とい

うのは何かあるんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 スクールカウンセラーの相談件数につきましては、スクールカウンセラーの役割としま

して、授業中と休憩時間を含めて教室を回ったりということもございまして、その際に気

になるお子さんがいた際に担任等と情報共有を行うということもございます。それでまた

放課後に担任が子どもさんのことを相談するということもございます。 

 コロナ禍の際には、いわゆるよりきめ細やかに情報共有等行っておりましたが、昨年度

から、特に教員の相談件数というのが多いんですが、その辺り、ちょっと内容等によって

精査等を行っておりますので、件数のほうが減ってる状況でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。原因というのは、コロナ禍があった中で、件数がそのときは多かったけ

れども、だんだん相談件数が減ってきたということなんですけど、相談については、子ど

もやそれからご家庭、保護者の方ですね。教員の方からもあるというふうに思っているん
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ですけど、子どもや保護者、それから教員の方の相談件数、これはお分かりになるでしょ

うか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 令和６年度の相談件数でございますが、合計が６３２件となっております。その内訳で

ございますが、児童が２８９件、保護者が２６件、教員が３１７件となっております。 

委員（河野 隆子議員）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 今聞いた中で、教員、先生が３１７件ということで、非常に割合としては高いというふ

うに思っていますけど、この教員からの相談というのはどういった内容なんでしょうか。

どういったことが多いですか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 先ほども申し上げましたが、保護者が直接時間を設けて相談する場合ももちろんござい

ますが、スクールカウンセラーが空いている時間等に授業中とか休み時間に校内を回りま

して、気になるお子さんがいたときに、担任の教員のほうにちょっと情報共有を含めたり

とか、あるいは教員が気になるお子さんがいたときに、放課後にスクールカウンセラーに

相談ということで、そういった件数でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 なるほど。委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。そこで、中学校のほうのスクールカウンセラーの配置についてはどのよ

うになっているんでしょうか。中学はまだ。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 



62 

 

 大丈夫です。 

委員（河野 隆子議員） 

 中学校のほうはどうなっているんですか。カウンセラー、スクールカウンセラー。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 中学校のほうは府費で配置のほうさせていただいております。 

委員（河野 隆子議員） 

 それなら、委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 配置はされているけれども、ここには載っていないということでいいんですかね。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 はい。全て府費になっておりますので、町負担応のほうはございません。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうしましたら、小学校のほうは町が負担して置いていただいてるということでありま

すけども、その中学校のほうは府費ということでありますけれども、相談件数とか内容に

ついては報告というのは聞いておられるんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 中学校のほうも報告のほうを聞いておりますので、ご報告させていただきます。中学校
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のほうは、合計のほうが７３０件になっております。内訳のほうもよろしいでしょうか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 生徒のほうが３８件、保護者が２２件、教員が６７０件になっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 教員の方、さっきと同じ多く占めておるんですけど、このスクールカウンセラーさんも

やはり教室を回ったりとか、小学校と同等のようなことをされてるんですか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 はい、議員仰せのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ちょっとね、今、中学校の荒れの問題で、いろいろと荒れているということは耳にして

いるんですけど、そういったことで、先生の教員の相談も多いのかなと、これは想像です

ので、私の想像ですけどね。 

 国の制度で、このスクールカウンセラーというのは、週４時間と決められているという

ことなんですけど、各自治体で配置の工夫によって、週８時間以上の配置も可能というふ

うに、これ、文部科学省ですね。文部科学省の資料でそういうふうに書いています。 

 いろんな困難な課題を抱える学校や学びの多様化、学校を想定というふうに書いている

んですけど、今４時間ですかね。４時間ならこの自治体の工夫で時間も延長できるという

ふうに書いてあるんですけど、いかがでしょう。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  
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 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 小学校に配置しておりますスクールカウンセラーにつきましては、あくまでも町単費で

配置のほうをさせていただいております。それで、勤務時間につきましては１日６時間配

置のほうはさせていただいているところでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 中学は府費ですから、これは週１日、６時間じゃなくて、これは何時間ですか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 中学校のほうも１日６時間になっております。なお、中学校のスクールカウンセラーに

つきましては、１年に１２回程度、小学校のほうにも派遣のほうはさせていただいている

ところでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。じゃあ中学校も１日６時間で、小学校のほうにも行っていただいてると

いうことでありますけれども、その年、年で、いろいろと子どもたちの学校の中身、学校

教育の中で子どもも、生徒も悩むところですけど、先生もいろいろと相談もあるというふ

うに思うんです。 

 なので、その年の状況によって、この国の配置基準にこだわらず、時間の延長、そうい

ったものも検討してみてはいかがと思いますけども、いかがでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 現在、小学校のほうは一定６時間ということで、基本的にはもう１０時から１６時４５

分ということで、休憩時間のほうも取っていただくという形になっております。その中

で、保護者相談の時間ということと、あと巡回ということも、回っていただいたりという

のもしておりますので、なかなかこれ以上の拡大が、なかなか現在は難しい状況でござい
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ますので。ただ、委員ご指摘のように何か緊急な事態とかあれば、また状況を見て、場合

によっては振り替えとか、その辺りについてはまた調査、研究のほうもしてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひ配置基準、この時間にこだわらず、やっぱりその状況、状況に応じて検討していた

だきたいと、時間の延長も検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願い

します。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい、終わります。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 では、他にご質疑はございませんでしょうか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません、河野委員とちょっとかぶる部分なんですが、そこについてちょっと私も聞

きたいと思います。 

 私もまずスクールソーシャルワーカーについてなんですけど、この活用に関してはやっ

ぱり学校の先生、校長先生の判断で、このスクールソーシャルワーカーを使うような形で

よろしいんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 あくまでもスクールソーシャルワーカーにつきましては、中学校のほうに配置という形

になっておりまして、もちろん小学校のほうにも連携ということで行っております。もち

ろん基本的には学校長の指示ということになっておりますが、やはり緊急の場合とかもご

ざいますので、その辺りについては関係機関とつないだ上で、必ず管理職のほうにも情報

共有という形ではさせていただいてるところでございます。 

委員（今奈良 幸子議員） 
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 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 小学校に関しては配置はしてないんでね、たぶん行かれてるというより、たぶん校長先

生から言われたら行く形だと思うんですけど、結構小学校で私も去年まで子どもがいた中

で、この子、ちょっと支援が必要じゃないかって思ってる子もいたりする中で、そこの活

用をもっと、何かうまくできないかなってちょっと疑問に思ったりするので、そこのスク

ールソーシャルワーカーさんとの連携の仕方はもうちょっと考えていただけたらいいなと

思ったんで、ちょっと今質問させていただきました。 

 あと、スクールカウンセラーについてなんですけど、これ、私もちょっと、忠岡じゃな

いですけど、子どもがスクールカウンセラー行こうってなってるんですけど、子どもたち

がこの人数見ても減ってきてるのので、周りの目がすごく気になって行けないっていうの

がすごくあるということで、場所が学校の中なんですよね。となると、ちょっとそれを授

業中に抜けていったりすると思うんですが、そこに関して何か学校の先生とかと話し合い

ってされたんですかね、 

 ちょっと子どもたちの周りの目を気にして、行きたいけど行けないっていうのは、忠岡

中学校のお子さんでもちょっと聞いたりしたときに、場所の設定をちょっと幾つか変えて

もいいんじゃないかとか、そういう話はスクールカウンセラーさんとされたりとかしてる

んでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 そうですね。特にこちらのほうにはそういった報告のほうは受けておりませんが、ただ

委員おっしゃられるように、やはり配慮の要るお子さん等もいらっしゃると思いますの

で、その辺りは一定、学校のほうも配慮してると思いますが、ちょっと再度、また学校の

ほうとも連携の上、確認のほうさせていただきたいと思います。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 特に中学校なんか、子どもが親が来てるのを見られるのが嫌やからっていう声もちょっ
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と聞いたりもしてるので、その場所はちょっと考えたりとか、その運用の仕方というか、

というのは考えてもらったらいいかなと思います。 

 先生たちが活用するのもすごくいいことだと思うんですけど、やっぱり子どもと親との

関係性がすごく私は大事だと思ってる中で、ここの人数がだいぶ、多分減ってきてるんじ

ゃないかなって、令和４年度、私のメモでは子ども、これ違うんかな、４６４で、親が１

５４って私のメモでは書いてたりすると、だいぶ減ってきてるんじゃないかなって思って

て、いい形で減ってるんだったらいいんですけど、ちょっと運用方法は再度確認していた

だけたらと思います。 

 一旦終わります。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 他に、ご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員）  

 １２０ページのところなんですけど、適応指導教室の指導員さんの報酬が出ています。

これは、この報酬というのは、すみません、ちょっと全部見れてないんですが、旧忠岡幼

稚園のところのソレイユね。そこのソレイユの先生の報酬もここに入っているんでしょう

か。これは別ですか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員仰せのとおり、ソレイユに配置しております指導員、校長ＯＢを２名配置しており

ますので、その報酬に当たります。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 適応指導教室というのが東忠岡小学校の校内にもあって、忠中にもあってということ

で、忠小のお子様はソレイユが近いので、そちらのほうに通っていただいているのかなと

いうふうに思うんですけどね。 
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 校内で学校の外にぜひつくってほしいということで、うちの会派からもいろいろと質問

もさせていただいて、学校の中に入れない子どもたちがね、やはりこういった外のソレイ

ユさんね。ここで行けるというところは良かったかなというふうに思うんですけど、どれ

くらいの子どもさんが、ソレイユ以外でも、忠中、忠小、子どもさんが通っておられると

いうのかな、人数、ちょっと教えてください。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 ソレイユの入室している児童生徒数でよろしいでしょうか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 令和６年度につきましては、中学生３名、小学生１名になっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 それから、学校内のほう。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 校内支援ルームにつきましては、昨年度、中学校につきましては利用人数が９名、東忠

岡小学校が５名となっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。支援ルームっていうふうに言うんですね。 

 それで、ソレイユのほうは、元校長先生とか２名配置はされているんですけれども、こ

の東小学校と中学校のほう、中学校は９名ということなんですけど、この中学校のほうは

専属というか、そこだけの先生というのは配置されていないんですよね。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員仰せのとおり、中学校のほうにつきましては、配置のほうはございません。東忠岡
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小学校の校内支援ルームにつきましては、府費の支援員のほうを配置のほう、しておりま

す。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。忠小のその府費の支援員さんは何名ですか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 東忠岡小学校のほうになりますが、支援員は１名になっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 それで、中学校のほうは９名ということで、人数も多いですし、ほかの授業を教えてい

らっしゃる先生が交代というか、手が空いているという言い方はちょっとよくないと思い

ますけど、そういう先生がこっちの中学校の９名の生徒を見るということになっているん

ですね。だとしたら、これはやっぱり中学校のほうは単費であってもね、やはり専属の先

生というのは、支援員さんね、必要ではないかというふうに思いますけど、いかがです

か。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員仰せのとおり、現在は教員のほうが見るという形になっておりますので。ただ、今

年度につきましては、府費の補助事業ですか、府費負担の支援員を配置しておりますが、

こちらは国の補助事業というのがございますので、その辺りまた近隣市等も含めて先進事

例のほうをまた調査研究の上、してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そしたら国の補助事業があるんですかね。あるようなので、それを研究して先生をつけ

たいということですけど、やはり今現在もう９名通っていらっしゃるんで、先生、教員の

方もいろいろ残業とか大変オーバーワークしておられると思いますし、子どもの、生徒の

ためにもやっぱりちゃんとした支援員さんを配属するということが大事だというふうに思

います。 

 ですので、その補助事業というのを待つまでもなく、やっぱりこれは支援員さんを置く

べきだというふうに思いますけど、いかがでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 他市につきましても、委員おっしゃられるように校内支援ルームというのは設置という

ことでされている市町村多いですので、その市町村につきましても国の補助事業を使って

されてるところがほとんどですので、またその辺り、国の補助事業のほうも含めて、他市

の状況を踏まえた上で、中学校のほうの配置、あるいは東忠岡小学校も継続して配置でき

るようにまた調査研究のほう、してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 調査研究とおっしゃいましたけど、やはり直ちに子どもさんが、これ、通っていらっし

ゃるんで、ぜひ至急に取りかかっていただきたいというふうに思います。国の補助事業を

使えたら、それはもちろん財政的には助かるのかなというふうには思いますけど、やはり

これは緊急性があるのかなというふうに思いますので、ぜひ早く手をつけていただきたい

と、配置をしていただきたいと思います。よろしいですかね。一言すみません。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 その辺りはもちろん学校の状況もしっかり勘案した上で、しっかり調査研究のほうして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございませんか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません。ここも続きで行きます。 

 これ、学生ボランティアのほうって、たしか募集されてたと思うんですけど、これは今

どんな現状ですか。令和６年度はどうでしたか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 ボランティアにつきましては、学校支援社会人等指導者事業というものと、学力向上サ

ポーター事業というのがございます。令和６年度につきましては４名の方がボランティア

として、例えば中学校におきましては、放課後のまなびやとか、部活動の支援とかという

形でご助力いただいております。学力向上サポーターにつきましては、昨年度は両小学校

に１名ずつということで、これは小学校３、４年生のほうに授業の中で入っていただいて

おるところでございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 学生ボランティアの４名の方は、これは社会人だからクラブ活動のほうってことです

か。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 社会人活用につきましては、部活動のほうも入っていただいておりますし、中学校のほ
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うが放課後にまなびやというのをやっておりまして、いわゆる補充的な学習の機会という

ことで、そこに大学生の方に入っていただいてということでさせていただいてるものにな

ります。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ということはこの、そういう学校の運営時に何かをしてもらう学生ボランティアさんを

雇ってるというか、募集してるわけではないということですね。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 中には、小学校のほうは授業のほうにサポートで入っていただいてる方もいらっしゃい

ます。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 分かりました。教職員の問題は本当に大変だと思うので、何かしら実を増やしていただ

けるようにお願いしたいと思います。 

 続いて行かしてもらいます。決算書の１２０ページの教員業務支援員、スクールサポー

トスタッフ配置事業。今年度から、６年度から新しくスタートした件ですけども、これ、

どうだったのか教えていただけたらと思います。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 毎月各校からの報告のほうを受けておりますが、スクールサポートスタッフの配置によ

りまして、教員がより授業や指導に注力できる環境を整えることができております。学校

におけるまた１月の平均在校等時間も一定短縮のほうも、これだけではないんですが、短
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縮のほうもされておりますので、引き続いてというふうに考えております。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。効果があるということなので、また活用していただけたらと思

います。 

 ちょっと１点確認なんですけど、この看護師報酬が多分、医療的ケアの事業ですけど、

これの決算のお金の使い方、このその他のとこが教育振興費を使われてるっていうことで

よろしいんですかね。この主要の成果説明書の中にその他って書いてあるので、これを教

育振興費で使われていると判断させていただいてよろしいんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 議員仰せのとおりです。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。これはちょっとまた下に行って、この教育振興費はその医療的

ケア児のみで、この忠岡町あすなろ未来塾事業は別にその教育振興費は使ってないでいい

ですか。 

 分かりました。ごめんなさい。その他が一緒だったんで一緒なのかなっていうふうにち

ょっと思ってしまったんで、ちょっと確認をさせていただきました。 

 じゃあ続きまして、１２１ページ、先ほど言ってましたけど、学力向上サポーターなん

ですけど、何かその人員確保が難しいっていうふうに多分行政評価で書かれてたと思いま

すけれども、この人員確保のために何か工夫されてることとかありますでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 ありがとうございます。今年度につきましては、例えば教育実習とか来られる方って結
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構いらっしゃいますので、そういった場合にちょっと学校のほうから声かけをして、もし

力を貸してもらえるんであればということで、実際に今年度していただいてる方もいらっ

しゃいますので、今後も引き続いてそのような形もしていきたいなと思っております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。いろいろと工夫されていることが分かったのでよかったです。 

 じゃあ、続いて１２５ページ。中学校も小学校もなんですけども、防犯カメラの設置工

事がされたということですけれども、これについて令和６年１０月１日から多分運用して

いくということで、東小と全学校に多分１つずつついたと思うんですけども、これつけて

何か良かった点やら、何かこういうことあったというのがあれば教えていただけますか。 

教育課（伊藤 真課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 追加の１つの購入という解釈でいきますと、忠岡小学校は南側のほうに追加のほうさせ

ていただいておりまして、東小学校は南門のほうに設置、忠岡中学校に関してはテニスコ

ート側の体育館のほうに設置のほうをさせていただいておりますし、範囲が広がったとい

うことで、管理のほうは何かあったときの管理はしやすくなったというふうに解釈してお

ります。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ちょっと私も東小のほうは学校で見てるんですけど、よく職員室にあるあのテレビで見

てるこういうやつが防犯カメラですか。何か先生たちがよく見てるやつとはまた別でしょ

うか。何か先生たち、ピンポーンって鳴って。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 議員おっしゃってる職員室に配置してるものにつきまして、あれはインターホンを押す

と見えるモニターになっております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません、ありがとうございます。ちょっと一旦、多分終わりやと思うんですけど、

一旦ちょっと止めます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 先ほどの今奈良委員おっしゃってました学校支援社会人等指導者報酬ですかね。ボラン

ティアの方、大学生のボランティアの方であったりとか、そういった方がしていただいて

るということなんですけど、ちょっと最近ね、中学校の部活動の継続の問題があると、指

導者がいないというところで、やむなく廃部になると、そういったクラブ活動もあって、

これ、いろいろと質問もありましたけど、来年度に向けて現在どのような取組をされてい

るのかについてお伺いしたいと思います。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 部活動につきましては、例えば部活動指導員の活用等、来年度に向けて仕組みづくり等

を検討しているところでございますが、やはり部活動を支援していただける人材の確保や

受け皿の問題と、他の自治体の先行事例等を引き続いて調査研究のほうも今現在している

ところでございますので、ご理解のほどお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 調査研究はしていただいたらいいかというふうには思うんですけどね。実際に廃部に追

いやられると、子どもたちのやっぱり学校の後、スポーツがしたいと、好きなスポーツが

したいというところなのに、廃部であってクラブがないということは非常に良くないとい

うふうに思いますので、いろいろ、ボランティアもなかなか難しいところもあるんでしょ
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うけど、ボランティアを募っていただくとか、人材確保をね、外部委託ていうお答えもあ

ったかなと思っているんですけど、やはりこれはもう早くしていただかないと子どもたち

が犠牲になるので、その点についていかがでしょう。もうちょっと努力していただくとい

うところが必要ではないかと思うんですけど。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 部活動の地域移行につきましてはもちろん喫緊の課題でございますので、今年度につき

ましては一つ、社会人活用の部分で、部活動の支援の部分について、これまではあくまで

も平日という部分に絞ってたんですが、それをちょっと休日にも拡大いたしまして、少し

先生方、負担が減るようにというのをしております。 

 ただ、今現在の仕組みにつきましては、あくまでも顧問がいた上での補助的な役割とい

うものでございますので、それを例えば任せるということになりますと、国の補助事業で

あります部活動指導員になりますので、その辺りの仕組みづくりについて、現在、先進事

例等も調査研究しているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 はい。 

委員（河野 隆子議員） 

 なるだけ早い人材確保をお願いしたいというふうに思います。 

 続いて、１２２ページのあすなろ未来塾事業なんですけど、これは令和６年ですけど、

令和７年度から中学生が対象から外れたというふうに聞いているんですが、この令和６年

度の利用状況はいかがなんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 令和６年度、昨年度の利用状況でございますが、６９名になっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 



77 

 

 すみません、６９名というのは、中学生がですか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 昨年度までは小中学生が対象でございましたので、この６９名の内訳につきましては、

小学生が５７名、中学生が１２名となっております。 

委員（河野 隆子議員）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 中学生も通っていらっしゃったということで、７年度はなくなったのはどういった理由

なんでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 令和６年度の時点で、小学生が今申し上げましたとおり５７名ございまして、その前年

の令和５年度が４３名で、昨年度、小学生のほうが増加傾向でございました。一方、中学

生につきましては、これまでも部活動や他の習い事等の関係から受講者数が少なく、令和

６年度につきましては１２名でございました。その中で、小学生のほうをよりきめ細やか

な指導体制にするため、小学生のみの募集というふうにさせていただいたところでござい

ます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 実際ね、令和６年度の実績で中学生の生徒が１２人通っていたということですので、み

んながみんな一遍に、休む子どもさんもいらっしゃるのかな。事務報告か何か、ちょっと

見てませんけど、やはり中学生のお子さんというのはまた高校受験も控えてますし、なの

でそれはちょっと、中学生は復活すべきだというふうには考えますけど、いかがでしょう
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か。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 中学生の募集を復活させるためには、予算の増額が必要になりますので、補助金の活用

等、財政部局と調整の上、検討してまいります。ただ、中学校の生徒数も減少傾向にござ

いますので、受講生の増加を見込めないことが想定されますが、議員おっしゃられるよう

に、進学含め居場所づくりとしては成果が上がるものとは認識しております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 成果が上がるとお認めになっていらっしゃるので、ぜひ中学生の生徒もあすなろ塾に通

えるようにと、そこはしていただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願い

いたします。もう一度答弁お願いいたします。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長）  

 また、繰り返しになりますが、補助金の活用等、財政部局と調整の上、検討のほうをさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。他にご質疑ございませんか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 関連するところは、たぶん１２５ベージの学力調査等委託料なんですけど、この忠岡町

の学力向上のために、本町として何か取り組まれていることがあれば教えていただきたい

のと、一応、多分全国と府と平均、多分出てると思うんですけど、本町は今どれくらいの

位置にあるのか、教えてください。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 この学力調査等委託料については、特によろしいでしょうか。 

 取組につきましては、本町につきましてはやはり学力を上げていくためには、もちろん

授業改善も大切というふうに考えておりますが、同じように集団づくり、生徒指導も重要

というふうに考えておりまして、３校合わせて、その生徒指導と学力向上のための授業改

善ということで、これを２本柱にして取組のほうを進めさせていただいております。 

 ただ、全国学力学習状況調査等もございますが、こちらにつきましてはやはり特定等が

されますので、公表等はしておりませんので、課題等につきましては現在学校と連携の

上、分析をして、また毎年ホームページのほうにその課題、成果等のほうを上げさせてい

ただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 私もちょっと最近見てなかったんですけど、見たときに結構文章が同じような文章が書

かれていてたので、何か変化があったのかというのがちょっと感じられなかったことがあ

ったので、多分本町にとっての課題っていうのが重々あると思うので、しっかりと取り組

んでいただけたらと思います。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 あります。委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 １３４ページまでですね。１２７ページと１３３ページに要保護及び準要保護生徒の就

学援助費が上がっているんですけどね、これは去年のをちょっと見てないですけど、人数

というのは増えているんでしょうか。 

教育課（伊藤 真課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 
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 小学校のほうからいきますと、就学予定者が準要保護者で１５名、小学校の要保護者が

１９名、準要保護者が１１４名でございます。 

 中学校に関しては要保護者数が８名、準要保護者数が５４名となっておりまして、数に

関しては、中学校は昨年、要保護者が９名から８名、１名減っているのと、準要保護は５

７名から５４名と減っております。 

 小学生に関しましては、要保護者は人数同等１９名で、準要保護者に関しては１０１名

から１１４名ということで１３名増えております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 若干増えているということであります。それだけ低所得でいらっしゃる世帯があるとい

うことなんですけど、小学校のほうはやっぱり入学準備とか要りますので、もう早いこと

就学前からのお知らせということで、今、就学前の方は何月ぐらいにこれ、お知らせして

いただいてるんですか。 

教育課（伊藤 真課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 受付が３月の１１日から４月の３０日までとしておりますので、その前の就学前の説明

のときにさせていただいているのと、あとは広報のほうで、３月広報と、あとホームペー

ジのほうで周知のほうさせていただいています。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうしましたら、この３月で、いろんな新入学用品とか準備というのは、これは間に合

うようになっているんですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 一応４月３０までの受付期間ではございますが、順次、また募集のほうは続けておりま
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すので、受け取る月とかというのは変わりますけども、順次は受付しております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 やっぱりね、入学準備に間に合うようにというところはしていただきたいと思います。 

 それで、やっぱり人数が若干増えておられるんですが、基準が、生活保護の本町は１．

３でしたか。１．２ね。生活保護水準ということは、非常に低所得で暮らしていらっしゃ

るということですので、この１．２をね、やはり１．３まで引き上げると、そういったこ

とが大切ではないかというふうに思うんですけど、そこは検討していただきたいと思いま

す。ちょっとお返事お願いしたいと思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 近隣市町のほうに比べて特段、やっぱり１．２、１．１といったところが多いので、そ

の基準となる月というのはちょっと違うんですけども、今のところは近隣の動向を見なが

ら調査研究という形で考えております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひ引き上げもね、検討していただきたいというふうに思います。 

 それで、ページがちょっと分かれているので、ここに載っているのかどうかあれなんで

すけど、小学校の受付員さん、まだ継続して置いていただいてますね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 はい、伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 引き続きしております。 

委員（河野 隆子議員）  

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 
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 あれはそもそも最初はね、小学校でのいろんな事件もあったし、それから緊急雇用か何

かの交付金か何かあったときに受付員さんを置かれたというふうに思うんですけど、ずっ

とその後もね、続いて継続していただいているということで、ありがたいというふうに思

います。 

 受付員さんはシルバーさんの方だと思うんですけどね、そういった方でいろいろとお声

とか、そういうのは寄せられておりませんか。改善の余地とか、そういうのはないです

か。 

教育課（伊藤 真課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 今のところ聞いてはおりません。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 では、他にご質疑はございませんか。よろしいですか。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 はい。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません。これもここにあるのかな。ちょっとページだけ分かれてるんで、私、なか

なか。青パトのパトロールは今、このページ数じゃないんですね。次ですね。じゃあ結構

です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

 では、他にご質疑がないようですので、以上で１３４ページまでの中学校費までを終わ

ります。 

 次に１３４ページから１４５ページまで、第１０款 教育費、第４項 社会教育費から

第１２款 予備費までについて、ご質疑をお受けいたします。 
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 ご質疑ございませんか。 

委員（森野 良一議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員）  

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。１３８ページの工事請負費の中の町民いこいの広場フェンス改修工事につ

いてちょっと質問いたします。倒れかけていたフェンスを新しくしていただいたんです

が、やはり周辺にお住まいの住民の方から、ボールがフェンスを越えて家や車に当たると

いう苦情が何件かお聞きするんです。 

 やっぱり公園というのは周辺で暮らす皆さんのご理解が重要ですし、地域の子どもたち

が楽しく遊べるように、周辺で暮らす皆さんに迷惑がかからないように防球ネットを設置

したらどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 昨年、ちょっと新しく、土とか砂がやっぱり苦情が多くてですね、それを解消する意味

合いでフェンスのほうを建てさせていただきました。ボールに関してはちょっとまた、改

めて来た苦情というところで、そちらのほう、まずお聞きした上で調査研究させていただ

きたいと思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 どうか前向きにお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑ございませんか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません、１３６ページ、放課後児童健全育成事業運営管理等業務委託です。委託を

されて、新しい会社の方にされておりますけれども、その後の保護者の方の意見とかどう

だったのかということと、働いてる方もそのまま多分移動されていると思うんですけど、

その方との話し合いとか何かされてるのか、教えてください。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 
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教育課（伊藤 真課長） 

 令和６年度から株式会社セリオのほうでさせていただいております。 

 昨年、保護者向けにアンケートのほうを取りまして、利用されてる方に全体的に見て満

足されているかという質問に対しては、満足度９２.３％という形で、よい結果が出てお

ります。 

 以前から雇用してました方も、支援員の方ですね、継続希望があったので継続して雇用

させていただいております。それとは別に統括支援の方が両校回っている方がおりまし

て、そういう方がしっかり管理していただいてるということで、やりやすくなったという

ことは聞いております。月１回に定例の会議をしておりますので、そちらのほうで内容の

ほうもくみ上げておりますし、連携しながら対応のほうをしております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。保護者の満足度は９２.３％。一応その会議というのは統括の

支援をしてる方と月１回会議をしてる形でよろしいですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 役場のほうに来ていただいてるのもそうですし、担当はちょっとこまめに現場のほう、

行っておりますので、そちらのほうもしっかり、直接支援員の方ともコミュニケーション

取れております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 じゃあ、役場の方も時々見には行かれてるということでよろしいですね。分かりまし

た。 

 ちょっとだけ私が気になるのは、学校の周りを私も通ってるときに、車がすごく、その

保護者の方が多分５時以降か、多分迎えに行くときは迎えに行かないといけないように、

多分なってたと思うんですけど、車が結構ワアーって並んでいて、ちょっと危ない。あそ

こ、自転車も行ったり来たりするんですよ。子どもたちが遊んで帰ったり。そこについて

何か、保護者の方の対応にはよるんですけど、一応この留守家庭、行かれた方が出てたり

して、ごめんなさい、東忠岡小学校のほうです。すみません。そこがちょっと私、気にな

るんですけど、またそこのほう、何か聞いたりとかないですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 
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教育課（伊藤 真課長） 

 今、議員がおっしゃった内容に関しては、ちょっと保護者の方だったりとかというのは

聞いてはおりませんが、一定そういう話があったということは現場のほうには伝えさせて

いただきます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。ちょっと何か危ないところが見受けられたりするので、そこの

対応もちょっと保護者に呼びかけだけでもいいと思うんで。仕事されてるんでね、多分車

止めてお迎えに来るっていうのは分からんでもないんですけど、ちょっと危ないので、そ

この対応のほう、ちょっとお願いします。一度戻します。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 公民館の費用が出ておるんですが、非常に土日は割といっぱいで使えないというところ

もあるのと、それから使用料ですね。他市に比べると、また使用料、一般の貸出しが非常

にちょっと高いということも聞いています。この公民館については、いろいろとそういっ

たことで見直しが要るんじゃないかなというふうに思ってるんです。 

 週休２日ですからね。やっぱりそういう公民館というんか、そういうのは他市では２日

も休んでるところはないというふうに思いますので、休館日のほうも元に戻していただき

たいということは思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 

教育課（伊藤 真課長） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 休館に関してはなるべく、やはり週１が望ましいというところは当然思っておりますの

で。ただ、先ほどおっしゃったように金額的なところ、今既存のクラブのところだったり

とか、ちょっと解決する問題が幾つかございますので、そういったところと併せて調査研

究してまいりたいと思います。 

委員（河野 隆子議員） 
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 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 やっぱし週１が望ましいということも担当おっしゃっていますので、休館日はぜひ戻し

てほしいというふうに思います。 

 で、今、一般貸しなんですけど、ちょっとすみません。私、料金表を持ってきてなく

て、お幾らになるんですかね、１時間。部屋によって違うと思うんですけど。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 どうぞ、伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 すみません、失礼しました。会議室が１室につき５００円、講習室が６００円、料理室

が６００円、茶室が５００円、託児室が５００円、軽運動室が１，０００円となっており

ます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 それでね、貸出しの金額はわかったんですけど、エアコンですね。夏場、クーラーつけ

るとたしか５割増しになったというふうに思うんですね。で、要綱か何かでね、条例じゃ

なくて要綱やったと思いますけど、６月からは５割増しになるというふうに書かれてい

て、使ってないけど取られたということの苦情もあって。あったんですよ。それは担当の

ほうにお話をさせていただいて、やっぱり改善はしてもらわんとあかんということで言わ

していただいています。 

 なので、要綱は６月からになっていても、使ってないのなら取るべきではないというふ

うに思うんですけど、そうですよね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 当然使っていなければそうですけども、ちょっと事実確認のほうはできていない状態で

ございますので、またそちらのほう確認の上、対応させていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 去年のことですので、担当課、もう変わっていらっしゃいますけど、ご存じやというふ

うに思いますので、そういったことはないようにしていただきたいというのは思います。 

 それから留守家庭の、さっきお話ありました、夜７時までしてほしいという保護者の要

求があって、やはり大阪市内とか出かけていらっしゃる方は、６時とかそういうのは、時

間、お迎えに行けないということで、７時まで。 

 民間になりましたけれども、先ほどいろいろと定例会議も行っているということなんで

すが、この定例会議のメンバーというのに保護者の方は入っておられるんでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 いえ、役場の職員と、もちろんセリオのメンバーだけになっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 連携というところがね、ちょっと心配やったところですけど、月１回していただいてる

というところで、頻繁にしていただいてるなというのは感じました。ただ、保護者の方も

皆さんお仕事してますので、忙しいとは思いますけど、やっぱり保護者の声というのも大

事だと思いますので、アンケートも取っていただきましたけれども、月１回の回数だとち

ょっと来れないという方でも、何か月かに１回ぐらいね、保護者も交えて、そういった定

例会議もしていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 先ほど言ったとおり、アンケート等でそういった意見のほうはしっかり吸い上げできて

おりますので、また会議となりますと負担にもなりますし、そちらのほうはしっかりこち

らのほうで対応して、満足度を上げていくようにはさせていただきたいと思います。 

 あと、ちょっと先ほどの件、文化会館の空調の件なんですけれども、以前そういったご

指摘がありまして、しっかり管理のほうしておりますので、今はそういったことはないと

いうふうに認識しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 保護者の方も負担になるということも考えておられるけれども、やはりそういった機会

も設けなあかんの違うかなと私は思いますので、検討はしていただきたいというふうに思

います。 

 それから、今のエアコンの件、分かりました。ありがとうございます。もう使ってない

方には徴収しないということが分かりました。ありがとうございます。 

 あと、貸し出しのお金ね。やはり他市に比べてもらって、一般貸出しね。５００円、６

００円って、これ１時間の金額ですか。こんな安かったですか。こんな安かったというこ

とはないけど、この金額ですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 手元の資料でそのように書かれておりますので。 

委員（河野 隆子議員） 

 そしたら１，０００円ていうところが軽運動場ということですね。しかし、１時間で返

すということはなかなかないので、やっぱり２時間は借りるということなので、倍になる

というところであります。 

 今はもちろん暑いですから、エアコン使うと思いますので、やはりこれが５割増しにな

るとかなりの負担になりますのでね。もう忠岡町の中で貸し館ていうのがありませんか

ら、やっぱりここは住民の一番よう集まれるところなので、もうちょっとね、この金額と

いうのは見直しもしていただきたいというふうに思います。 

 この文化会館で、委員会ありましたよね。どこを見たらいいのかな。すみません。あり

ましたよね。審議会でしたかね。 

教育課（伊藤 真課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 文化会館運営委員会というものがございまして。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 文化会館運営委員会は開かれてないということですか。ここ、どれ見たらいいんです
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か。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 すみません。昨年度はちょっと開けておりませんが、本年度はちょっと準備のほうはし

ております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。  

委員（河野 隆子議員） 

 これ、何で昨年度は開かれなかったんですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 生涯学習課だったんですけれども、ちょっと課長の不在であったりとか、そういったと

ころ、教育長の不在でしたりとか、そういった理由でちょっと開いておりません。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 運営委員会ね、いろんな課題もありますし、そういった委員さんが住民の声も聞いて、

運営委員会の中でこうしていこうよと、こういった運営がいいのではないかとか、いろい

ろと話し合いもできるところですので、この年度は開いていないけども、新年度に向けて

はぜひ開いていただいて、その使用料の件もそうですし、休館日の件もそうですし、それ

から働く婦人の家はもうなくなってしまいましたけどね、女性センターに代わるような、

そういったことも話し合っていただきたいと。 

 この運営委員会のメンバーというのはどういった方でしたかね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 文化協会のほうの会長がなりまして、あとはクラブの方でしたりとか外部の方でしてお

ります。 

委員（河野 隆子議員） 
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 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 クラブに入っていなくても、使っていらっしゃる方、一般貸出しとか、自分たちでいろ

んなサークル楽しんだりとか、そういった方もいらっしゃるので、やはり一般住民からの

応募ていうのも必要ではないかというふうに思います。 

 で、この運営委員会のほうのメンバーにもなっていただくと、そういったところも検討

していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 ちょっと公募もしてるようなので、ちょっと対応のほう、それでさせていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません。公募されているんですね。公募されて、募集はあったんですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 まだちょっと募集、会を開くというあれがまだ出していない状態なので、今年はしてな

いという状態です。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうしたら、今度開くときには公募されるというところで、そういった住民の方も入れ

るということが分かりました。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 よろしいですか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑ございませんか。 

 今奈良委員。どうぞ。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません。令和６年度にたしか生涯学習課がこちらに戻ってこられて、何か保護者の

方に、変わったことで何か声があったとか、あとはその文化会館には正職の方がいらっし

ゃらなくなったことによって、何か声があったというのはあったんでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 旧生涯学習課のメンバー１人残っておりますので、文化会館に正職１名おりますので、

特段それによって不便になったとかという声は頂いておりません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 １人の方が残られて、やるのはこちらでメインで事業はされてるということですよね。

もうメインはあっちで。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 残った正職に関しては、文化会館のほうの運営のほうの担当をしております。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい、分かりました。 

 じゃあ、続いて１４０と４１ページの図書館費についてちょっとお尋ねします。行政評

価のところで図書館での年間書籍貸出し数というのが、一応数値目標で挙げられておりま

す。年々年々借りる方が少なくなっているのは、私もＳＮＳが出たり動画見たりするから

減ってきてるとは思うんですけども、私もやっぱり本を読むことの大切さというのはある

と思っているので、この図書館での今後の、令和６年度、もっとこうしたらよかったなと

か、こういう対策をしたけど、こうだったなという、何かされたことがあれば教えていた

だけますか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 
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  図書館のほうでですね、ポップを工夫したり読み聞かせ、あとは人形劇等を引き続き

させていただいていますが、ちょっと議員おっしゃるとおり読書離れ、なかなか止めるこ

とができておりませんので、今年度また読書推進計画のほうを作成に当たりまして、そう

いったところのどのように取り組んでいく必要があるかというのは、調査研究してまいり

たいと思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。本当に難しいこれは問題だと、これも何でも難しい問題だなと

は思うんですけれども、本当に大切な、やっぱ本というのが私は感じておりますので、何

か学校でも図書館、私、一般質問でもしてますけど、学校でも図書館、本を見るところが

あるって。何かもうちょっと連携をしっかりとってやるともっとよくなるんじゃないかな

と私は思っておりますので、また連携をできる場をつくるなり何か工夫をしていただけた

らと思います。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 １４２ページのスポーツセンター費のところでプールの修繕料と、それからスポーツセ

ンター修繕負担金というのが出ているんですが、これに関しましてはコパンさんと忠岡町

の負担金のいろいろと割合があったというふうに思うんですが、これはどういった修繕で

あったのかというのと、これはコパンさんのほうは全く負担はしていただいてないという

ふうな内容なんでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 まず負担金のほうになります。スポーツセンター修繕負担金ですが、こちらのほうは、

令和５年度に２５メートルプールのろ過ポンプのほうが故障いたしまして、協定によりま

して、まずはコパンさんのほうで修繕していただいて、翌年の令和６年に負担金としてお

支払いしているという状況でございます。 

 もう一つのプール等修繕料に関しては、スポーツセンター内のちょっと水漏れだったり
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とか、そういったところが多くございましたので、そちらのほうに充てさせていただいて

おります。 

 基本、ハード面のほうは忠岡町のほうで修繕。簡単な工事に関してはコパンさんのほう

でやるように協定書内で決め事がありますので、ドアを直したりとかということは、コパ

ンさん、令和６年度も行っておりますので、全く出してないとかっていうことではござい

ません。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。それで簡単な工事はコパンさんのほうでということなんですけど、利用

されている方からの声で、やっぱりちょっとロッカールームの掃除が行き届いていないで

あったりとか、それから更衣室からプールに行く間の廊下と通路といいますか、そこら辺

が非常に寒いということで、そういった苦情等々ですね。そういったのはお聞きになって

いるかとは思うんですけど、それについては対処されているんでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 令和６年度からですね、そういった苦情というのは、コパンからも住民さんからも聞い

ておりませんので、掃除のほうもしっかり行き届いてやっていると思いますし、修繕のほ

うも都度やっていってるので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 なかなかね、顔見て言えないという方もいらっしゃると思うので、アンケートといいま

すか、利用者さんに、それは簡単なことだと思いますのでね。それでアンケートを箱に入

れてもらうと、そういったこともできますので、ちょっとアンケートも取られたらどうか

なというふうに思いますけど、いかがですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 どういった内容、その清掃がどうとかっていう項目はありませんが、コパンさんのほう
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である程度そういった情報収集されてますので、そちらは共有いただいておりますので、

それで対応のほう、していきたいと思っております。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 情報収集とはどんなふうにされているんですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 コパンさんとは、令和６年度からまた月１回定例のほうを行っておりますので、そちら

のほうで情報のほうの交換をしております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 定例の会議をされているということですけど、アンケートを取るのはそんなに難しいこ

とでもないし、そういったのは項目にないというのは、項目を設けたらいいというふうに

思いますのでね、ちょっとアンケートの方も検討していただきたいというふうな要求をし

ておきます。ぜひお願いしておきます。検討してください。声は聞いてますんでね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 定例のときにコパンさんといろいろ話のほうはさせていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。すみません、さっきごっつう簡単なこと、途中でページ数が違

うというのでやめたんですけど、青パトのパトロールね。あれはずっと続けていただいて

います。あれは朝と夕方でしたかね。シルバーさんがやっておられるんですかね。ちょっ

と確認で。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 会計年度任用職員のほうで雇って、パトロールのほうをやっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません、会計年度の任用職員さんでやっていただいてるんですね。すみません、分

かりました。 

 さっきの消防のところでも消防車は限定であったということも言うてはりましたけど、

やはり子どもの見守りというのは見守り隊でボランティアをやっていらっしゃる方もいら

っしゃるということで、ずっと続けていっていただきたいというふうには思います。それ

はずうっと続けていっていただけるんでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 伊藤課長。 

教育課（伊藤 真課長） 

 続けていく予定にしております。 

委員長（尾﨑 孝子議員）   

 よろしいでしょうか。 

 他に、ご質疑ございませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 以上をもちまして一般会計の決算の審査を終結いたします。 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 特別会計に入る前に暫時休憩をいたします。 

 ２時４５分まで休憩いたします。１４時４５分から再開いたしますので、よろしくお願

いいたします。１４時４５分、再開になっております。お疲れさまです。 

（「１４時２８分」休憩） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  休憩前に引き続き審議を再開いたします。 
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（「１４時４５分」再開） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 各特別会計決算の審査に入りますが、質疑につきましては、担当課より説明後にお受け

いたします。 

 まず、１４９ページから１６３ページの国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算に

ついて担当課より説明を求めます。 

（国民健康保険事業勘定特別会計 担当課説明） 

 決算書の１４７ページからの令和６年度国民健康保険事業勘定特別会計決算について、

ご説明を申し上げます。 

 お手元にご配布の資料、令和６年度国民健康保険事業勘定特別会計決算の書類のほうで

説明をさせていただきます。 

 それでは、令和６年度国民健康保険事業勘定特別会計決算について、ご説明をさせてい

ただきます。資料の１ページをご覧ください。 

 （１）決算規模につきまして、歳入が１７億４,４３８万５，０００円、歳出が１７億  

４,２７８万２，０００円となり、前年度と比べまして歳入は６,４１６万３，０００円、

３.５％の減、歳出は５,８３３万５，０００円、３．２％の減となりました。 

 （２）決算収支につきましては、歳入歳出差引額、実質収支は１６０万３，０００円の

黒字となりました。 

 ４ページをご覧ください。国保会計の決算状況でございます。 

 令和６年度決算額の欄をご覧ください。単年度収支を見ますと、歳入では、国民健康保

険料、使用料及び手数料、国庫支出金、財産収入、繰越金、諸収入が増となり、府支出

金、繰入金が減となりました。 

 歳出では、総務費、基金積立金、公債費が増となり、保険給付費、国民健康保険事業費

納付金、共同事業拠出金、保健事業費、諸支出金が減となりました。 

 歳入から説明をさせていただきます。１ページに戻っていただきまして、（３）歳入の

概要をお願いいたします。 

 ①の国民健康保険料の令和６年度決算額は３億２，６３０万７，０００円で、前年度と

比べて３７１万５，０００円、１．２％の増となりました。 

 これは、令和６年度に組織の機構改革により、徴収部門が税務会計課が主担することに

なり、これにより効率的な徴収事務が可能となったためです。歳入に占める割合は、１

８．７％でございます。 

 ２ページをお願いいたします。②の使用料及び手数料の決算額は１８万９，０００円

で、前年度と比べて１，０００円の増となりました。これは督促手数料でございます。 

 ③の国庫支出金の決算額は、２６０万３，０００円で、前年度と比べて２５３万５，０
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００円の増となりました。これは、健康保険証の廃止に伴うシステム改修に係る補助金で

ございます。 

 ④府支出金の決算額は１１億８，９１３万８，０００円で、前年度と比べて４，５９５

万５，０００円の減となりました。これは、主に歳出の保険給付費の減によるものでござ

います。 

 ⑤財産収入の決算額は３万３，０００円で、これは国民健康保険事業財政調整基金利子

でございます。 

 ⑥の繰入金の決算額は２億１，５５７万４，０００円で、前年度と比べて２，７５２万

１，０００円の減となりました。これは基金繰入金の減によるものでございます。 

 ⑦の繰越金の決算額は７４３万１，０００円で、前年度と比べて１１０万９，０００円

の増となりました。これは、令和５年度が黒字決算になったことによる令和６年度への繰

越金でございます。 

 ⑧諸収入の決算額は３１１万円で、前年度と比べて１９２万１，０００円の増となりま

した。これは主に返納金の増によるものでございます。 

 以上、歳入総額が１７億４，４３８万５，０００円となります。 

 次に、歳出の概要をご説明申し上げます。 

 ①総務費の令和６年度の決算額が４，５９７万６，０００円で、前年度と比べて７５７

万６，０００円、１９．７％の増でございます。これは、主に人件費の増によるものでご

ざいます。 

 ②保険給付費の決算額は１１億４，３５８万８，０００円で、前年度と比べて６，１３

８万２，０００円、５．１％の減となりました。これは主に療養給付費の減によるもので

す。歳出に占める割合は６５．６％となっております。 

 ３ページ、お願いいたします。 

 ③国民健康保険事業費納付金の決算額は５億２，３７８万４，０００円で、前年度に比

べ１４８万５，０００円、０．３％の減となりました。これは、歳入の国民健康保険料や

繰越金、繰入金の一部を大阪府に納付したものでございます。 

 ④共同事業拠出金の決算額は０円です。これは昨年度まで年金受給者一覧表作成に係る

事務拠出金の支出がありましたが、廃止となったためでございます。 

 ⑤保健事業費の決算額は２，０９３万４，０００円で、前年度と比べ４６６万８，００

０円の減となりました。これは、主にデータヘルス計画等策定支援業務に要した委託料の

減によるものでございます。 

 ⑥基金積立金の決算額は７４６万５，０００円で、前年度と比べ３６７万６，０００円

の増となりました。この基金は、国民健康保険事業費納付金の不足額への充当など、国民

健康保険事業の財政需要に充てるために設置したものでございます。 

 ⑦公債費の決算額は１万円で、前年度と比べまして９，０００円の増となりました。こ
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れは基金からの一時借入れに係る利息でございます。 

 ⑧の諸支出金の決算額は１０２万５，０００円で、前年度と比べて２０６万円の減とな

りました。これは主に国庫出金、府支出金の精算返還金の減によるものでございます。 

 以上、歳出総額は１７億４，２７８万２，０００円となります。 

 ５ページでございますが、こちらは歳入歳出決算額の構成比でございます。後ほどご高

覧ください。 

 次に、６ページをご覧ください。上段は被保険者の加入状況でございます。年度平均値

でございますが、令和６年度の国民健康保険の世帯数では２０２５世帯で、前年度と比べ

まして９９世帯の減となっております。国民健康保険被保険者数は３，０１８人で、前年

度と比べまして１９６人の減となっております。 

 次に、収納状況でございます。年度別現年分、滞納繰越分、全体分での一覧表となって

おります。令和６年度現年分が９５．０８％、滞納繰越分が４６．３７％、全体分で８

９．９８％となりました。 

 また、参考までに令和５年度大阪府市町村平均収納率もお示ししています。本町の収納

業務につきましては、コンビニ収納も行っていることに加え、令和３年度からはスマホア

プリでバーコードを読み取る収納処理をするスマホ収納も開始し、コンビニや銀行まで行

かなくても、被保険者の方がご自宅で納付できる環境を整備することができております。 

 なお、収納業務につきましては、令和６年度より税務会計課が担当することになりまし

た。保険課としましては、税務会計課と連携し、収納対応を続けてまいります。 

 最近の動きとしまして、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和６年１

２月２日以降の新規の健康保険証の発行が廃止されています。 

 これにより、保険料滞納者に交付されてきた短期保険証や資格証明書も廃止されており

ます。納付の折衝には、滞納者との接触機会を多く持ち、分割納付の制約等、納付相談を

行うことが必要となりますので、保険証交付に代わる接触機会を確保する手法を現在も大

阪府の事業運営ワーキング等で検討を行っているところでございます。 

 また、口座振替率を上げる対策を行い、預金調査や転居先調査なども行い、さらなる収

納率の向上に取り組んでまいります。 

 次に、７ページをご覧ください。１人当たりの診療諸費の推移でございます。こちらは

全体分、１０割分となってございます。一番下の行、令和６年度の被保険者１人当たりの

診療諸費は４３万９，５８４円、対前年１．１９％の増となっております。 

 令和２年度からの５年間を見ると、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴

う受診控えと患者減少を要因として大幅に減少しましたが、令和３年度以降は回復傾向と

なっております。 

 説明は以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 国民健康保険勘定、１４９ページから１６３ページでございます。ご質疑ございません

か。森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。１点だけちょっとお聞きしたいんですけれども、この徴収部門を分けたこ

とによるメリットとデメリット、あれば教えていただけますか。お願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 まず、デメリットは正直申し上げて、そういうもの、デメリットに関しましてはちょっ

とほとんどないのかなというのが私のまず思いでございます。 

 むしろメリットといたしまして、やはり滞納される方は保険料以外にも税であったり介

護保険料であったりとか、そういったほかの保険料以外の部分を同時に滞納されているケ

ースの方が多うございますので、そこは徴収をする担当の部門が一元的に管理できるとい

う分が一番大きなメリットになっていると思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。私からは以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 今のご質問にもありましたけれども、国民健康保険料が機構改革ということで、税務会

計課が徴収するということで、資料の１ページに効果的な徴収事務が可能となったという

ことでありますけど、この文章を見ると、反対に払えるのに払わないじゃなくて、本当に

払えない人というのが、やはり住民の中で生活が苦しいということでね、なかなか払えな

いと。それは国民健康保険料は非常に高いので、それは理由は分かります。 

 で、今まででしたら国保の窓口に行って分納のお願いとか、いろんな生活の実態をお話

しして、「これぐらいでしたら払えますか」とかいう、そういったご相談を受けてくれた

というふうに私は思っております。 
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 そこで、税務会計課のほうに徴収部門がなったということで、そこら辺の丁寧な説明と

か、住民の方が来て相談を受けて、どのように対応されているのかという点についてはい

かがでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 収納部門が税務会計課が担当になったからといいまして、保険課のほうとしては全く何

もしないというわけではございません。これまでとおり、まず相談に来られた方につきま

しては、保険料のお話を聞いた上で、もし減額、軽減できる要件に該当する方であれば、

まずそういった方向で資料を用意してもらった上で、一度こちらのほうでも検討するとい

うようなこともやっております。 

 で、最終的にですね、あとはもうそういった減額、減免というものが適用した後です

ね、最終的にどうしても支払わなければいけないという金額が最終固まった段階で、じゃ

あ、どういう形で今後支払っていくかという段階になったときにですね。そこは分納とい

うふうな形になってきますので、そこで税務会計課のほうにちょっとつなげるというよう

な形で、現在、連携と言いましょうか、そういう形で今対応しております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 徴収の窓口は税務課になったけれども、今までと変わらず減額であったりとか減免の相

談であったりとか、そういったのはちゃんと受けておられるということでよろしいです

ね。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

  委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 非常に滞納は昔に比べたら、滞納者、非常に少なくなってきているとは思いますけれど

も、どれくらいの方が滞納されているんでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 令和６年度末でですね、まず現年ですね。令和６年度の保険料として滞納された世帯が

１７７件ございました。 

 それで、令和５年度以前から滞納されている世帯が９０世帯。なので合計２６７世帯が

令和６年度末の滞納世帯という状況でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 単年度だけじゃなくて、令和５年度からも、以前からも滞納されてる方がいらっしゃる

ということであります。それで、この２７６件というのは、国保の加入者の何％ぐらいに

なるんですかね。全体で割ったら分かるんだろうけど。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 すみません。今２６７世帯ということで私は今言うたんですけどもですね、ちょっとす

みません、令和６年度で１７７世帯が滞納されているということでありますので、ちょっ

と令和６年度の１７７という数字を用いて、大体何割かという形でよろしいでしょうか。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長、どうぞ。 
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健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 約９％ぐらいです。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ９％ということでありますけど、令和５年度以前の方も９０世帯あるということですの

で、割合にしたらもうちょっと高くなるんだろうというふうに思います。昔はね、こうい

う１桁台はなかったと思うんですけど、やはり徴収のほうが厳しくなっているのかなとい

うふうに思います。 

 忠岡町は大変高い保険料というのは今までも言わしていただいていますし、他の委員さ

んからもやっぱり高いということは言われていたかと思います。 

 それで、大阪府が、忠岡町もいち早くしたんですけど、統一保険料になったということ

で、６年間の国からの経過措置ですね。これは５年までだったんですかね。令和５年まで

ですか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 大阪府としまして、この都道府県化に伴いまして、大阪府の保険料は府下すべての市町

村を統一をするという方針が掲げられました。それで、これを令和６年度に完全統一とい

うことを当初の目標として挙げておりましたので、まず都道府県化が平成３０年からスタ

ートしております。 

 ですので、平成３０年から令和５年度までの６年間をかけて、この間に統一保険料に向

けて各市町村がその足並みをそろえていくという、そういう準備期間と言いましょうか、

助走期間なものが６年間ございました。で、令和６年度から完全統一という形になってい

る状況でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 じゃあ、この年度から国保は完全統一ということです。それで、統一保険料に合わせた
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ら安くなるということを、そういうイメージもそもそも忠岡町にもあったのかなと思いま

すけど、結局、統一保険料になって年々ね、保険料が上がっているというふうには思いま

す。ですので、全国的にも大阪府と奈良だけがこの統一保険料をしてるということで、ト

ップクラスの保険料ということはもう何遍も言わせていただいているんですけれども、例

えば滞納の方もさっき数、聞きました。しかし、払い難い金額だというところもあって、

払いたくても払えないという方がおられるというふうに思うんですけど、いつもモデルケ

ースで聞いています。４０歳以上で、子ども２人ということと、あと所得が２００万円以

下というところで、このモデルケースとして今、幾ら国保料になってるんですか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 令和６年度での議員おっしゃるモデルケースの方の世帯ですね。年間保険料なんですけ

れども、約４５万６，０００円という状況でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ４５万６，０００円、年間ということでありますけれども、所得が２００万円で４５万

６，０００円、これだけ国保料を年間払わないといけないというところで、収入にしたら

３００万少しぐらいになるのかなというふうに思いますけど、この４５万ということは、

約ね、所得にしましたら２割はこの国保料に持っていかれるということで、大変高いとい

うことであります。 

 それで、やはりこれに関しては、今まで統一保険料の前は、忠岡町も保険料を引き上げ

るのに抑制せなあかんということで、法定外繰入れもしました。しかし、この統一保険料

になってからそれもやっていないということで、その分、国費というんですかね、国があ

まり上がり過ぎないようにということで、経過措置で６年入ってきてるわけなんですけれ

ども、この国費が入った分と、それから市町村独自で法定外繰入れがなくしてしまったと

いうことで、やっぱり開きがあって、国保料どんどん上がっていってるんじゃないかなと

いうふうに思うんですけど、その点はどうお感じになっているでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 まず、この平成３０年都道府県化以降なんですけども、被保険者数は年々減っていく中

で、１人当たりの医療費というものはほとんど下がらない。むしろ上がるような状況とい

うのがずっと続いております。 

 ７０歳以上の方の占める割合というのが、昨年度あたりまで団塊の世代の方がどんどん

７０歳以上になっていくというふうな状況が続いておりましたので、特に７０歳以上の方

の医療費というものは若年層のやはり２倍ほどの医療費が必要になると、そういう状況も

ございます。その中でだんだんと国保の高年齢化が進んできたというのも事実でございま

すので、やはりそういう医療費がですね、非常にかかってしまうというふうな状況がこの

一番大きな要因だというふうに考えております。 

 その中で、保険料もやはりそれに見合うだけの保険料は、これは負担していっていただ

かなければ制度として成り立ちませんので、だからといってそんなにむやみやたらに保険

料を上げるというふうなことも、これも実際、被保険者にとっては非常に大変なことにも

なりますので、その辺のバランスというものも考えながら、毎年の保険料をこの６年間、

これからもそうだと思うんですけども、そこはせめぎあい中で現実的な着地点を見つける

というふうな形で、その年その年の保険料を決めてきたというふうに考えております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 先ほどモデルケースで、年間、今４５万６，０００円ということを言うていただいたん

ですけど、これ、統一保険料になる前ですね。からに比べるとどれくらいの引上げになっ

ていますか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 統一保険料になる前が平成２９年度、このときで約４０万円でしたので、５万６，００

０円ですね。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員（河野 隆子議員） 
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 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 統一保険料になったら安くなるというような夢みたいなことを、そのときは忠岡町も言

うておったのかなというふうに感じますけど、結局この６年間を見ますと、そのモデルケ

ース、２００万円の所得で４人家族という方が、この６年間で５万６，０００円も上がっ

てきているということで、だんだんね、この国保料っていうのは引上げがどんどんされて

て、なので滞納は減っているけれども、非常にみんな、これ頑張ってお支払いしていらっ

しゃるんだろうというふうに思います。 

 そもそも減免制度というのも、今府に合わせたと思いますので、あるのはあるんです

が、もともとの忠岡町の減免制度がありました。ちょっとそこでいろんな所得やったか

な、ちょっと減免制度が変わってきたんですけど、そこで外れた人とか、そういった人数

は分かりますでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 特にちょっとそういった部分はですね、過去には調べたことは恐らくあったのかなと思

うんですけども、直近ではちょっとそういったことは現在調べておりません。あくまで現

行制度でどれぐらい数があったかということの数字は把握はしておりますけども、旧制度

と新制度ですね。それで比較してどれぐらいが当たらなかったかということにつきまして

は特段、直近では調べてございません。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうしましたら、今、減免制度を受けておられる方、何人いらっしゃるんでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 これも令和６年度の実績でございますが、まず減免した金額の総トータルが１，２４４

万１，３３５円で、件数が１２２件で、１件当たりの減免額が１０万１，９７８円となっ
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てございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません、この減免の金額、今おっしゃいましたけど、これは府のほうから入ってく

るんでしたか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 統一基準で減免した分については、これは府のほうから補塡と言いましょうか、補償さ

れる形になります。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。それでね、やっぱり減免制度も、これは府に合わしてるので府から補塡

があるんだけれども、やはり高い保険料なので、もうちょっとそういった人を救うための

減免制度というのは、やはり忠岡町で条例ですから可能だというふうに思いますけど、そ

の点については可能でありましょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 これは、保険料率とちょっとかぶる分でございますが、やはり減免制度とか、そういっ

た分も、今、府下統一という基準で完全統一されております。で、そういった部分が保険

者努力支援制度という、そういった評価の項目の中での加点という部分もございますの

で、ここはやはり大阪府としましては一つの国保というふうな、そういう方針を打ち立て

ている以上は、そこは市町村が勝手にですね、基準から外れるような形でやることは現実

的ではないというふうに考えております。 
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委員（河野 隆子議員） 

  委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

  河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 現実的ではないということの答えでありますけれども、条例的には可能ということでよ

ろしいんでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 条例的には可能か不可能かと言われると、それは可能ではございますが、そこは先ほど

から言っておりますように大阪府の運営方針というものがございますので、そこは可能で

はありますが、まず我々としては、ルールとして守っていかなければいけない部分がござ

いますので、そこはやはり大阪府全体で足並みをそろえていくという部分も非常に大事で

ございますので、そこをまず我々としては重要な部分だというふうに考えております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 よくこの国保のお話をするときに出てくる言葉が、保険者努力支援制度というものであ

って、交付金、これは府下でも９億２，７００万というお答えがあったと思います。それ

で、忠岡町にすると５２万円の影響額ということで、この保険者努力支援制度、この制

度、抑制財源とおっしゃってましたけど、これを支援制度を受けるに当たっては、法定外

の繰入れをしないことと統一保険料にすること、こういった条件が含まれているというこ

とであります。ですから、できないことはないけれども、やはり全市町村ですか、府下の

ところで全体に９億２，７００万円ということで、全市町村に割るとそういったあまり大

きい金額にはならないと思います。忠岡町で５２万円ですけどね。 

 なので、そういったところで影響を与えるというところで、なかなかできない、踏み入

れられないということもありますけれども、やはり忠岡町としては、住民の顔を直接、小

さい町ですから見えるというところで、やはり地方自治体の本旨である福祉の向上といい

ますか、といったところで、やはりこういった高い保険料ね、減免制度をもうちょっと広

げるであったりとか、抑制するのに何かということも考えていっていただきたいというふ
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うには思います。 

 それでね、今までも本会議のほうでもお返事されていますので、そこはいいんですけれ

ども、今回、去年の１２月２日からマイナンバー保険証ですかね。紙の保険証がなくなる

ということで、私の今この保険証が今年の１０月３１日までです。それで、紙の保険証が

なくなるということは、去年の１２月２日以降やったかな。ということで、これはもう確

認ですけど、何もしないでもまた送ってきてくれるんですね。資格確認書という形で送っ

てきてくれると。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 今現在の健康保険証が令和７年１０月３１日でもって使えなくなります。その時点でマ

イナンバーカード、マイナ保険証として登録されてる方は、そちらのほうを利用していた

だく。それがない方につきましては資格確認書を忠岡町のほうから送らせていただくとい

う形で対応してまいります。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 資格確認書もお聞きしたら、このような同じこんなんで送ってくるというふうに聞いて

ます。非常に無駄なことをするなと思って、国ね、こんなんでもだいぶお金、要ると思い

ます。システム改修もそうですし。 

 それで、マイナンバー保険証ですかね。マイナ保険証、それを持っていらっしゃって、

これにひも付けになってる方で、マイナ保険証というのは有効期限がありますよね。そこ

で、保険証もやっぱりそのときに一緒に更新に来なあかんという手間があるということな

んでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 マイナンバーカード自体の有効期限というものは、成人の方であれば１０年というふう

になっておりますので、マイナ保険証の方につきましては、マイナンバーカードの有効期

限が切れるまでは、保険証として毎年行っていたような切替えというものはございませ

ん。 
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 ただ、資格確認書の方につきましては、７０歳以上の方につきましては、負担割合が毎

年変わりますので、７０歳以上の方については毎年、資格確認書の方につきましては更新

をさせていただくというふうな対応になっております。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そしたら、その資格確認書は自動的に送ってきてくれるんですよね。ちょっと確認です

けど。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。資格確認書って何か、どうも名前がしっくり納得はできないですけど

も、私は通常のこの保険証を使っておりますけど、マイナンバーというのは任意ですので

ね。これはやはり最後ひも付けになるというようなことも言われているけれど、いろいろ

とトラブルがあってね、なかなか進んでないというふうには思っているんですけど、今、

忠岡町ではこれ、ひも付けされている方というのは何パーセントぐらいいらっしゃるんで

うか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 すみません。マイナ保険証の状況でございますけども、ちょっと７月末時点で、まず忠

岡町全体のマイナンバーカードの交付率が約８４％でございますので、大体人口の中で１

万４，０００人近い方がマイナンバーカードをお持ちだという状況でございます。で、そ
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の中で国保、これあくまで、すみません、社会保険とかはちょっとそこまではこちら分か

りませんので、あくまで国保と後期しか分かりません。 

 で、国保につきましては、これは６月末の状況しか今手元にないんですけども、まず国

保の被保険者がですね、約２，９００人おられる中で、１，７００人の方が保険証として

の登録をされてるという状況ですので、率に直すと約６０％の方が既にマイナ保険証とし

て使える状況になってるというような状況でございます。 

 実際ですね、その方々がどれくらい利用されてるかという利用率でございますけども、

これも令和７年６月時点での数値になるんですけども、約３０．７６％という数字が出て

おります。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。すみません、決算に直接関係ありますでしょうか。 

委員（河野 隆子議員） 

 決算に直接関係ありますよ。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ありますか。 

委員（河野 隆子議員） 

 この年でマイナ保険証になりましたんでね。国民健康保険のところですので。もう１回

聞いたら終わります。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 分かりました。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 もう１点だけで終わります。それで、非常に高齢者の方でね。「これ、もう期限切れる

んやけど、大丈夫やろか」とか、いろいろとお問い合わせありますので、これはまだずっ

と使えるということでありますので、広報にもそういった不安の方の声がありますので、

使えるということを載せていっていただきたいなというのが１点と、それから最後に基

金、今どれだけ積んでいるのか、それだけお伺いしたいと思います。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 マイナ保険証の周知につきましては、広報紙、ホームページですね。それを通じ、また

先ほど言いましたけども、健康保険証がこの１０月末で使えなくなるので、１１月からま

ずマイナ保険証を登録されてる方については、資格情報のお知らせというものを用意させ

ていただきます。 

 これは何かというと、マイナンバーカードが実際医療機関のほうで機械的なトラブルで

使えなかったときの代わりになる証明のようなものでございます。資格情報のお知らせと

いうものを、マイナ保険証をもう使える方については、それを送らせていただきます。そ

れで、マイナ保険証をまだお持ちでない方につきましては、資格確認書ですね。これを１

０月中に送付をさせていただくということで、準備は進めてまいります。 

 その中で、また１１月以降の医療機関にかかる際のですね、ルールと言いましょうか、

やり方がこう変わりますよというふうな説明を書いたパンフレットとかですね、そういっ

たものも同封させていただきますので、そういったものはちょっと読んでいただいた上

で、お医者さんにかかっていただくように、今、こちらとしてはそういう形で取り組んで

まいります。 

 それと、すみません。先ほどちょっと資格確認書の説明の中で、私、７０歳以上の方は

毎年更新というふうに、ちょっと言うてたと思うんですけれども、申し訳ございません、

資格確認書につきましては毎年更新させていただきます。 

委員（河野 隆子議員） 

 ７０歳は関係ないということですか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい、そういうことです。 

委員（河野 隆子議員） 

 課長、あと基金、ちょっとお聞きします。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 すみません。基金でございますが、今現在、約５，１９０万円の残高がございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 
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委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。５,１９０万円、使えない基金ということで、分かりました。これはぜ

ひ本当は入れていただいたら安くなるのにね、ということは言わせていただきます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑ございませんか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 １点だけ教えていただきたいと思います。１５９ページの第７項の１目、精神・結核医

療給付金についてです。これは非課税の方が対象の給付金だと思います。この精神医療と

結核医療、給付額も違うと思うんですけど、割合、どんな感じで給付されてますでしょう

か。ちょっとネットで調べたんですけど、忠岡町、これについてあんまり書いてるように

ちょっと見受けられなかったので、どんな感じか教えてください。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 こちらですけども、結核の方はほぼおられません。自立支援医療をお持ちの方、こうい

った方についての健康保険上の給付制度というものでございますので、ほぼほぼ１０

０％、自立支援医療の方が今対象となってございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 ありがとうございます。ちょっと結核って今っていう感じだったんで、ちょっとお尋ね

させていただきました。 

 ありがとうございます。以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他にご質疑はございませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 続きまして、１６７ページから１８９ページの介護保険特別会計歳入歳出決算につきま

して、担当課より説明を求めます。 
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（介護保険特別会計 担当課説明） 

 決算書１６５ページからの令和６年度介護保険特別会計決算についてご説明申し上げま

す。 

 令和６年度介護保険特別会計決算資料に基づきご説明いたしますので、お手元、ご準備

お願いいたします。 

 まず、資料の２ページお願いいたします。決算状況でございます。決算規模は歳入１７

億４，８３２万７，０００円、歳出で１７億２，６９５万円となり、前年度と比べまして

歳入は３，６９４万３，０００円の増、歳出は６，７４８万６，０００円の増となってお

ります。 

 決算収支につきましては、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は２，１３

７万７，０００円の黒字で、実質収支につきましては翌年度へ繰り越す財源がないため同

額の黒字となってございます。 

 次に３ページをお願いいたします。歳入の概要でございますが、まず歳入総額は１７億

４，８３２万７，０００円で、前年度に比べ３，６９４万３，０００円、２．２％の増と

なりました。その主な要因ですが、調整交付金及び介護給付費の伸びに伴う繰入金の増加

によるものでございます。 

 なお、平成２７年度から繰入金で消費税増税を財源として給付費の公費とは別枠で第１

号被保険者の低所得者の保険料を軽減するため繰り入れを行っておりまして、令和６年度

は２，３８８万９，０００円を繰り入れいたしました。 

 その下の介護保険の財源は、第９期計画期間における財源構成でございまして、第８期

と同様のものとなってございます。なお、下の※印のとおり、国費の調整交付金の交付割

合は、令和６年度は７．６２％でございました。令和５年度は７．１６％でしたので、

０．４５％上昇したものでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。歳入決算額の状況を５年度と比較した表でござい

ます。色のついた部分を読み上げさせていただきます。 

 まず、介護保険料です。決算額２億９，９４７万８，０００円で、前年度に比べ２５４

万円、０．９％の増となりました。 

 次に、国庫支出金です。決算額４億３，８５８万７，０００円で、前年度に比べ１８万

８，０００円の増となりました。 

 次に、支払基金交付金です。決算額４億３，２３２万８，０００円で、前年度に比べ９

２４万６，０００円、２．２％の増となりました。 

 次に、府支出金です。決算額２億２，０６１万９，０００円で、前年度に比べ３６６万

７，０００円、１．７％の増となりました。こちらの国庫支出金、支払基金交付金、府支

出金につきましては、介護給付費の伸びにより、それぞれの負担割合で算出した結果、交

付金の金額が上がったものでございます。 
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 次に、繰入金です。決算額３億５２１万５，０００円で、前年度に比べ１，９９５万

８，０００円、７％の増となりました。こちらにつきましても給付費の伸びにより繰入額

が増えたものでございます。 

 次に、繰越金です。決算額５，１９２万円で、前年度に比べ１３０万９，０００円、

２．６％の増となってございます。 

 次に、その他です。決算額１８万円で、前年度に比べ３万５，０００円の増となってご

ざいます。 

 続いて、５ページをお願いします。保険料の収納状況でございます。現年度分の調定額

が３億７１万５，０００円、収納額２億９，８２９万９，０００円、収納率９９.２％と

なっております。 

 その内訳は、特別徴収の収納が２億７，１１８万８，０００円、収納率１００％、普通

徴収の収納額が２，７１１万１，０００円、収納率９１.８％となってございます。 

 次に、６ページをお願いします。歳出の概要でございます。歳出総額１７億２，６９５

万円で、前年度に比べ６，７４８万６，０００円、４．１％の増となりました。 

 続いて、歳出決算額の状況を、５年度と比較した表でご説明させていただきます。こち

らも色のついたところを読み上げさせていただきます。 

 まず、保険給付費ですが、決算額１５億２，２４２万９，０００円で、前年度に比べ

５，４５２万１，０００円、３．７％の増となりました。この主な要因ですが、要介護者

の給付額が増加したものでございます。 

 次に、地域支援事業費です。決算額１億８４万９，０００円で、前年度と比べ７２１万

円、７．７％の増となりました。こちらにつきましても１号事業の給付費が増えたもので

ございます。 

 次に、基金積立金です。決算額０円で、前年度と同額となってございます。 

 次に、総務費です。決算額５，７０６万円で、前年度と比べ４９３万６，０００円、

９．５％の増となりました。この主な要因は人件費の増によるものでございます。 

 次に、その他です。決算額４，６６１万２，０００円で、前年度と比べ８１万９，００

０円の増となりました。こちらの主な要因は、前年度給付費確定に伴う償還金の増による

ものでございます。 

 次に、７ページをお願いします。給付費等の状況でございます。まず、一般状況です。

１、６５歳以上の第１号被保険者のいる世帯数は、令和６年度末で３，４００世帯とな

り、前年度末の３，４２０世帯よりも２０世帯の減となりました。 

 次に、２番、第１号被保険者数は、令和６年度末で４，６１５人となっています。うち

６５歳以上、７５歳未満の前期高齢者は１，７９７人、７５歳以上の後期高齢者は２，８

１８人で、前年度末に比べ第１号被保険者数は２７人の減となってございます。その内訳

は、前期高齢者が９８人の減、後期高齢者が７１人の増となったことでございます。 
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 次に、３番、要介護・要支援認定者数は、令和６年度末で１,０２６人となっていま

す。うち６５歳以上の第１号被保険者は１，００８人、４０歳から６４歳までの２号被保

険者は１８人となっています。認定を受けた第１号被保険者のうち、前期高齢者は２３

人、後期高齢者は９８５人となり、ほとんどが後期高齢者の方が要介護・要支援認定を持

たれている結果となってございます。 

 次に、８ページをお願いします。認定者を要介護度別で見ますと、要支援１が２４６

人、要支援２が１９７人、要介護１が１３３人、要介護２が１５６人、要介護３が１２６

人、要介護４が１０３人、要介護５が６５人となってございます。 

 次に、４番、第１号被保険者に占める認定者の割合は２１．８％となっており、前年度

の２０．４％からは１．４％増加してございます。 

 次に、５番、居宅サービス受給者数は令和６年度累計８，３４４人で、前年度と比べ２

０７人の増となってございます。 

 続いて、９ページをお願いします。 

 ６番、地域密着型サービス受給者数は令和６年度累計６０８人で、前年度と比べ５２人

の減となりました。 

 続いて、７番、施設サービス受給者数は令和６年度累計８２１人で、前年度に比べ５０

人の減となってございます。 

 次に、１０ページをお願いします。保険給付でございます。 

 １、給付件数は令和６年度累計で３万１，７５８件となっています。内訳は、居宅サー

ビスで３万３０７件、地域密着型サービスで６１６件、施設サービスで８３５件となり、

割合としましては居宅サービスが９５．４％、地域密着型サービスが２％、施設サービス

が２．６％となっており、忠岡町の特徴でございますが、居宅サービスがほとんどを占め

る形となってございます。給付件数の要介護度別につきましては、下記の表のとおりとな

っておりますので、ご高覧ください。 

 次に、１１ページをお願いします。給付額でございます。令和６年度累計の支給額は１

４億５，５５４万９，０００円となりました。内訳は、居宅サービスで１０億９，６８４

万１，０００円、地域密着型サービスで１億２，４１６万円、施設サービスで２億３，４

５４万８，０００円となってございます。給付額の要介護度別につきましては、下記の７

表のとおりとなっておりますので、ご高覧お願いいたします。 

 次に、１２ページをお願いします。高額介護・介護予防サービス費は、件数３，２０３

件、支給額４，３２９万７，０００円となりました。また、高額介護・介護予防サービス

費の年間上限に該当する方はおられませんでした。 

 次に、高額医療合算介護・介護予防サービス費は、件数２０１件、支給額６５４万５，

０００円となっています。 

 次に、５番、特定入所者介護・介護予防サービス費は、件数で、食費が６２３件、居住
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費が６０８件、支給額１，５５６万６，０００円となりました。 

 次に、６番、審査支払手数料は、件数が３万１，４０８件、支給額１４７万２，０００

円となりました。 

 次に、１３ページをお願いいたします。中ごろのところからご説明させていただきま

す。介護予防・日常生活支援総合事業の決算額は８，０５４万２，０００円で、前年度と

比べ３０２万９，０００円の増となりました。これは、総合事業実施に伴う訪問型サービ

ス、通所型サービスの増によるものでございます。包括的支援事業及び任意事業の決算額

は１，６２５万４，０００円で、前年度と比べて３７７万８，０００円の増となりまし

た。こちらの主な要因は、地域包括支援センター職員人件費の増によるものでございま

す。包括的支援事業・社会保障充実分の決算額は３８５万７，０００円で、前年度と比べ

４０万４，０００円の増となりました。これは生活支援体制整備事業の人件費の増による

ものでございます。 

 その他諸費の決算額は１９万６，０００円で、こちらは介護予防・日常生活支援・総合

事業実施に伴う審査支払手数料によるもので、前年度と同額でございます。 

 以降、１４ページからは資料としてお付けいたしますので、後ほどご高覧ください。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ありがとうございました。説明は以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 介護保険は３年に１回、料金とか中身、制度も改正されるんですが、これちょうど、令

和６年の４月が第９期であったというふうに思いますので、１年目の決算ということであ

ります。で、最初の説明のところで、第１号被保険者の第１段階から第３段階の介護保険

料を軽減するということで、繰入れをされたということが書かれています。１段階から３

段階というのはそもそも世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額の合計が、ちょっとそ

れ、合計所得金額というのはちょっとややこしい。１２０万円を超えた方であって、そう

いった方が第３段階ということでありますが、この部分については、国のほうから入って

きているんですかね。軽減の分は。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 
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 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 軽減分につきましては、国からまた府からと、町からと負担してございまして、国が２

分の１、府・町が４分の１で負担してございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。２分の１、４分の１、４分の１で、対象者、どれぐらいの人数いらっし

ゃったんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 令和６年度でございますが、第１段階の方が１,１２６人、第２段階が５４２人、第３

段階が４９９人で、合計２,１６７名の方が対象でございました。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。それで、このときは８期から９期にいったわけなんですが、いつもね、

ちょっと繰越金ですか、基金入れていただいて、ちょっと金額を抑えていただいてるとい

うこともありますが、この年はどうやったんですかね。第８期か、これは９期やから、８

期の分で残ってる基金というのは全部入れていただいて、料金の抑制というのはしていた

だいたんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そうですね、５年度末ですね。８期の末に残っていた基金、約７,３００万円を全額投

入しまして、介護保険料の基準額の引下げに使わせていただいております。 
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委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ７,３００万円入れてくれたということですけど、それだけちょっと余ったということ

なんですけど、それはそれで、もともと８期でちょっと取り過ぎたのかなという反面もあ

るのかなと思いますけれども、７,３００万円を入れていただいて基準額はこのとき下が

ったんでしたかね。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そうですね。７,３００万を入れさせていただきまして、８期の基準額よりも４９９円

下げた結果となってございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。基準額が年間４９９円ですね、年間ですもんね。下がったということ

で。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 月４９９円でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 ごめんなさい。すみません、委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません、４９９円下がったということでありますけれども、それにしてもやっぱり
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基準額がこの７万６，７６０円ということで、自分、本人が町民税非課税であっても、世

帯の誰かが町民税が課税されていて、それで所得が８０万円超えた方が、この基準額７万

６，７６０円になるということで、支払いされるのは本人だけれども、家族にいらっしゃ

ったら超えた金額になるということで、基準額はやっぱり年々、今回は８期から９期で、

４９９円下げていただいておりますけれども、そもそも基準額は高いというふうに思いま

す。それで、この基準額を下げるに当たって、今、この決算打って、すみません、ちょっ

と私がよう探さんかったんですけど、また基金というのは幾ら余っているんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 ６年度は取り崩しをせずに運用ができましたので、基金はそのまま残っている状態でご

ざいます。 

委員（河野 隆子議員） 

 幾らですか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 約７，３００万円残ってる状態でございます。ただ、今後ですね、計画期間３年で給付

費のほうは見ていきますので、初年度は使わないというところで設定をさせていただいて

います。で、給付費自体は右肩上がりで伸びていきますので、２年目、３年目で使い切る

という形で設定をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ３年で見越して計算をされているということですが、やはり基準額でも非常に高い介護

保険料なんでね。この７，３００万円ね、この基金に積んでおられるけれども、やはりこ

れも投入して基準額を下げるということが必要ではないかというふうに思いますが、それ

はいかがでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 
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 恐れ入ります。もう一度よろしいですか。すみません。 

副委員長（河野隆子議員） 

 ごめんなさいね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ７，３００万円が５年度分で、これ、入れたということで、３年に１回の金額の改定で

あるというのは分かっているんですが、今、生きていらっしゃる方にいつも返してあげて

ということはよく言うてますので、これを使って基準額を下げるというお考えはないでし

ょうかと。できるというふうには思うのですけど、いかがでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 ７，３００万を全額入れての保険料試算を行っておりますので、今期は７，３００万、

全額入れた結果の引下げでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 すみません。じゃあ７，３００万円というお金はもう、この保険料の設定のときに入れ

ましたということで、ないということでよろしいんですね。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そうですね。使い切る試算でしておりますので、９年度末で全額なくなる予定でしてご

ざいます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 
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委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。それで、一応この高い保険料、国保だったら大方ね、病院に通っていら

っしゃるということで使うということなんだけど、介護保険だけは、ちゃんと認定を受け

て、それから使うサービスであると。まだご存じない方もいらっしゃるんですけどね。そ

ういった方がいらっしゃいます。 

 それで、なかなか認定が下りないということで、いろんな、私にもそういったご相談は

受けるんです。非常に忠岡町が厳しいということも言われるんだけれど、他市と比べると

いうのがちょっと、比べようがなかなかね、同じ人がこっちに引っ越してきてというのは

わかるんだけど、できないので、ちょっと厳しいということで、やはり特に認知症の方が

最近増えてきていて、そういった方でも要介護度が出なくてね、要支援しか出ないという

ことで、やはり介護されているご家族の方が困っているということもありまして、その要

介護認定について、いろんな窓口にご相談とかいうのはありませんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そうですね。思ったような結果が出てないんだけどというようなご相談は時々ございま

す。そういった方で、やはり以前に出させていただいたときよりも状態が変わっていたり

であったりとか、その時に伝え切れてなくて、軽く出てしまっているという方がやはりお

られますので、そのときは区分変更という形でもう一度申請は受け付けをさせていただい

て、新たに今の状況を見させていただきには行かせていただいております。 

 ちょっと先ほど他市の状況もということであったんですけども、ワーキングであったり

とかもございますし、マニュアルがございますので、それに沿った形で近隣市町とはこう

いったときにどういった判断をされてますかっていう情報交換はさせていただいて、統一

といいますか、同じ判断基準を持つようには努めておりますので、お願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 他市ともいろいろと協議されて、同じ判断基準だということです。それで、やはり区分

変更ね。このサービスではやっぱり足りないと、生活できないということで、区分変更を

かけると。それはやっぱりケアマネジャーさん通して区分変更をしましょうと、そういっ

たことで何度か申請、２回、３回申請しても同じ状態で区分変更ができないといった声も
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ありまして、相談もありました。 

 それで、きっちりとね、恐らく点数もあるんでしょうけど、そこに特記事項としてね、

この方は歯磨きも何もできてない、顔も洗ってないとか、いろいろとヘルパーさんが書い

ていらっしゃる。それでも区分変更をしてもね、認定がもう要支援しか出ないと困ってい

らっしゃる方もおられるんですね。そういった特記事項があるところは、やっぱり重視し

ていただいてというところはいかがでしょう。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そうですね。訪問調査を行かせていただいた調査票と、医師の意見書の２つを資料とし

て介護認定の審査会へかけておるんですけども、なかなかやはり７５項目のチェックのと

ころでは拾い切れないところを特記事項に、調査員のほうが頑張って書いてきてくれてお

ります。 

 そこをですね、まずチェックのところで第１次審査を行いまして、粗く介護度を出すん

ですが、そこに特記事項を絡めた状態の変化、第１判定と違う判定にならないかというの

を審査会でもんで、専門家の先生方に見ていただいておりますので、特記事項については

重視させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ぜひ使えるサービス、そのサービスがなかったらなかなかね、１人で生活できないとい

うお声もありますので、そこら辺は特記事項も重視していただくということは要望したい

というふうに思います。 

 それで、もう１、２点ですけど、どうしましょう。一旦あれしましょう。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に。森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。私から１点だけちょっとご確認させていただきたいんですけども、委員会

資料では２号被保険者の人数が載ってないかなと思うんですけど、ちょっと私が探し切れ

てないんかもわからないんですが、すみません。２号被保険者の人数と、１号、２号、そ

れぞれの徴収保険料額を教えていただけますか。よろしくお願いいたします。 
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福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 ２号被保険者数が４０歳から６４歳の方になるんですけども、申し訳ないです。ちょっ

と今資料を持っていないもので、わからないです。 

 あと保険料額なんですけども、こちら、健康保険料の中で徴収されまして、健康保険の

支払基金というところで一度集約されまして、介護保険給付の２７％に見合った額を我々

徴収しているもので、それが忠岡町の被保険者の方だけの分になるかというのがちょっと

混ざってしまっているので、分からない状況になってございます。 

 ただ、２号被保険者の保険料相当分として入っているところが、資料の４ページ、見て

いただきまして、支払基金交付金というのが中ほどにあるんですけども、こちらが２号の

方の保険料という形になりますので、この額でお願いしたいと思います。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 私からは以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑はございませんか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません。令和６年度の決算に関することについてちょっと聞かせていただきます。

決算書の１８８ページ、認知症総合支援事業費の中の認知症家族支援事業委託料とありま

すが、これはどのような事業なのか教えていただきたいんですが、この忠岡町高齢者福祉

計画及び介護保険事業計画にも認知症の政策は書かれておりますが、その計画に沿ってさ

れているかどうかというのと、お答えください。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 こちらですね、認知症カフェというので、チャムール忠岡というのでさせていただいて

るんですけども、認知症の方に限らずご家族の方、近隣の方、いろんな方と専門職の方

等々と気軽にお触れ合いさせていただいて、情報交換であったりとか居場所づくりという
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ところを事業所に委託してさせていただいてる事業になりまして、まずは認知症の方の不

安を取り除くためのお話を聞ける場として実施させていただいております。お願いいたし

ます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 計画にも書いているとおり、１番に書いていました。認知症に関する正しい知識の啓発

と、また相談事業も一緒にやっていきますと書かれているところ、順序よくされていると

いうことですね。 

 私の知り合いの方もやっぱり認知症なのかなあと言うて、不安に思ってる方がいらっし

ゃるので、そこに行くのにもちょっと勇気が要る方も多いと思うんで、認知症じゃない方

も、そうである方も行けるような何か空気づくりにはなってる感じでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そうですね、来られてる方は認知症の方だけではなくて、ご家族であったりご夫婦で来

られていたり、あと地域の民生委員さんであったりとか、いろんな方が気軽に来てくださ

ってますので、そういったところでご利用いただけたらと思っております。 

 あとですね、認知症の施策としまして、普及啓発のところですけども、昨年から映画会

と、１階のモニターがあるところで、認知症についての動画を放映させていただく会を設

けたほかですね、オークワさん、以前はあったんですけども、そちらのほうとかに出張相

談とかも行かせていただいたりしてまして、今年ちょっとまだ日程とか未定なんですけど

も、そういった形でいろいろ、あと文化会館にも認知症書籍コーナーをつくっていただい

たりとか、小さな運動ですけども、させていただいてますので、またよろしくお願いいた

します。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 すみません。さまざまなことをされてるということで、多分知られてないと思うので、

私ももっとＰＲしてご協力していきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑はございませんか。 
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委員（河野 隆子議員） 

 はい。すみません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 任意事業として家族介護支援事業というのを続けてね、頑張ってやっていただいていま

す。これ、おむつとか手袋とか、その介護用品に限ってですけどもね。非常に助かってい

らっしゃる方がたくさんおられ、たくさんはちょっとね、これも縛りがありますので、要

介護３以上やったかね。そういったことがありますので、たくさんは受けれてないんだけ

れども、今どれぐらいの方が利用されているんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 ６年度末で１７名でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 これは介護してる家族さんにということでね、全く身寄りのないお独り暮らしの方は、

紙おむつを使っていても支給はしていただけないといったところは、ちょっといろいろと

そこら辺は改良の余地があるというふうに意見も言わせていただいたところですけど、１

７名の方が受けているということで、頑張ってしていただいているということでありま

す。 

 それで、その他の事業というところもありますけど、これは任意事業で何をされている

んでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 任意事業のその他の事業としましては、食の自立支援というところで見守りサービスを

前提なんですけども、お弁当をお届けさせていただいて、対面でお会いすることで健康状
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態の確認をさせていただいている事業とですね。あとこちらに緊急通報体制の一般会計と

またがる事業になるんですけども、コールセンターの整備事業の部分をこの任意事業でさ

せていただいてます。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。委員長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。任意事業でありますけど、よう頑張ってしていってもらってい

るというふうに思います。 

 それで、あと最後なんですけど、特別養護老人ホームとか老健施設以外にサービス付き

高齢者住宅というんですか、非常に町内でも増えてきたというふうに思っているんですけ

ど、ああいうところは非常に、１８万ぐらいするので費用が高いということでありますけ

ど、やはりあの特別養護老人ホーム、国としてもやっぱり増やしていただきたいとは思う

んですけど、この特養のほうで待機者という方はいらっしゃいませんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 現在、待機者はおられない状況でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうですか。昔は随分何十人っていらっしゃったと思うんだけど、現在いらっしゃらな

いというところであります。ゼロであるけど、ちゃんと把握できているのかなというとこ

ろがちょっと気になるんですけど、そこは大丈夫ですか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 １００床の施設でございます、ピープルハウス忠岡が。現在７６名の入所がございます
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ので、少し空きがある状況というところで、お願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ピープルハウスがもうそれだけ、前は満床で大分と待っていらっしゃる方がいらっしゃ

ったんだけど、今空いてるということで、ヘルパーさんね、勤めて中で働いているヘルパ

ーさんとかというのは十分確保はできているんでしょうか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 そこはちょっとやはり全国的な介護人材の不足というところで、充足しているかという

わけではないようなんですけども、入所されている皆様には不足のないように努められて

ますので、お願いいたします。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。委員長。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。なかなかヘルパーさんもお給料が安くて、重労働ということで続かない

ということもあって、事業者さんも閉めているところ結構ありますしね、居宅のところ

で。忠岡町では今、私の知ってるところ、あるというふうに聞いておるんですけどね。 

 それで資料だけね、ちょっと後ほどで結構なんですけど、いただきたい。この介護のと

ころで、要支援１から要介護５が、令和５年と６年と人数をずっと書いていただいていま

す。資料の８ページのところね。で、随分前に、現在この認定を受けていらっしゃる人数

はもちろんいるんだけど、要介護から要支援１に落ちたとか、そういった比較表というの

を作っていただいたことがあったんです。それをまたちょっと資料を頂きたいというふう

に思うんですけれども、委員長、どうでしょうか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 武藤課長、資料はございますか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 はい、手持ちでございます。 
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委員（河野 隆子議員） 

 ありますか。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 どうしましょう。紙でお渡ししたほうがよろしいですか。口頭でお伝え。 

委員（河野 隆子議員） 

 今、持っていらっしゃる。 

福祉課（武藤 優子課長） 

 はい、今ございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうなんですか。ここにはないですね。なら、ちょっと耳で聞いて分かるかなというと

ころなんですけども、ちょっと分かりづらいところがあるので、どういった、移動という

か、要介護から要支援に下がったとか、そういう人数が見たいので、ちょっと資料を頂き

たいけど、どうしましょうね。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 そしたら、終わられてから個人的にお渡しして大丈夫でしょうか。 

委員（河野 隆子議員） 

 じゃあ個人的で私だけ頂いたらいいんですか。 

委員長（尾﨑 孝子議員）。 

 はい。 

委員（河野 隆子議員） 

 いいです。後ほど下さい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 他にご質疑はございませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。ありがとうございました。 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 次に、１９３ページから１９９ページの後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきま

して、担当課より説明を求めます。 

（後期高齢者医療特別会計 担当課説明） 

 決算書１９１ページからの令和６年度忠岡町後期高齢者医療特別会計決算についてのご

説明を申し上げます。 

 お手元にご配付の資料、令和６年度後期高齢者医療特別会計決算、こちらのほうで説明
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をさせていただきます。 

 それでは、令和６年度後期高齢者医療特別会計決算についてご説明をさせていただきま

す。その説明の前にですね、すみません、ちょっと資料のほうで１か所訂正がございま

す。２ページでございますが、上から２行目の②の使用料及び手数料のところの決算額、

３１万円と記載になっておるんですけども、これは３万１，０００円の間違いでございま

す。３万１，０００円に訂正をお願いいたします。申し訳ございません。 

 それでは、説明させていただきます。資料の１ページをご覧ください。 

 （１）令和６年度の後期高齢者医療特別会計、決算規模でございますが、歳入が５億

７，８２２万５，０００円、歳出では５億７，０５１万４，０００円となり、前年度と比

べ歳入は３，６０６万２，０００円、６．７％の増、歳出は３，７７８万円、７．１％の

増となりました。 

 （２）の決算収支につきましては、歳入歳出差引額実質収支は７７１万１，０００円の

黒字となりました。 

 ３ページをご覧ください。後期高齢者医療会計の決算状況でございます。令和６年度の

決算額の欄をご覧ください。単年度収支で見ますと、歳入では後期高齢者医療保険料、繰

入金が増となり、繰越金、諸収入が減となりました。 

 歳出では、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金が増となり、諸支出金が減となりま

した。 

 では、歳入から説明をさせていただきます。１ページに戻っていただきまして、（３）

歳入の概要をお願いいたします。 

 ①後期高齢者医療保険料の決算額は、年金からの特別徴収で１億９６５万４，０００

円、普通徴収で１億１，０５２万３，０００円、滞納繰越分で８３万７，０００円となっ

ております。保険料全体では２億２，１０１万４，０００円となり、前年度に比べ２，１

２３万円の増となっております。歳入に占める割合は３８.２％です。 

 ２ページをお願いいたします。②の使用料及び手数料の決算額は３万１，０００円で、

督促手数料でございます。 

 ③の繰入金の決算額は３億４，７７４万４，０００円で、前年度と比べ１，５９９万

６，０００円、４．８％の増となっております。そのうち医療費分が２億５，８２２万

３，０００円でございます。 

 ④の繰越金の決算額は９４２万９，０００円で、前年度繰越金でございます。 

 ⑤の諸収入の決算額は７，０００円で、延滞金でございます。 

 以上、歳入合計が５億７，８２２万５，０００円でございます。 

 次に、歳出の概要をご説明申し上げます。 

 ①総務費の決算額が２億８，０４４万２，０００円で、前年度と比べ１，４５２万９，

０００円、５．５％の増となっております。総務費のうち広域連合負担金が２億７，０４
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０万７，０００円で、前年度に比べ１，７５１万２，０００円の６．９％の増となってお

ります。 

 ②の広域連合納付金でございますが、決算額が２億８，６４５万６，０００円、前年度

に比べ２，５３２万２，０００円、９．７％の増となっております。これは保険料の納付

金でございます。 

 ③諸支出金の決算額が３６１万６，０００円で、内訳は過年度分の保険料払戻金である

償還金利子及び割引料が３５万５，０００円、一般会計への返還金が３２６万１，０００

円でございます。 

 以上、歳出合計が５億７，０５１万４，０００円となります。 

 歳入歳出差引額といたしましては、７７１万１，０００円の黒字となりました。 

 ３ページの下段のほうをご覧ください。被保険者数でございますが、令和６年度末で

２，７３０人で、前年度に比べ７２人の増となっております。 

 次に、保険料の収納率でございますが、現年分が９９．４９％で、その１つ右隣、滞納

繰越分が６８．２７％となっております。 

 資料の４ページでございますが、歳入歳出決算額の構成比でございます。後ほどご高覧

ください。 

 説明は以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ありがとうございました。説明は以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ございませんか。 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません、私のほうから１点お伺いさせていただきます。保険料の普通徴収の割合が

多くなっている主な理由を教えていただけますか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 ここ数年、団塊の世代と言われる方々がですね、７５歳、年齢到達で、かなりの方が毎

年、後期の被保険者となっております。７５歳に到達された方の保険料の徴収につきまし

ては、まず年齢到達した当初はですね、納付書、口座振替、要は普通徴収という形で一定

期間、保険料をお支払いいただきまして、その後、順次、特別徴収に切り替わっていくと

いうふうな流れになってございますので、やはり年齢到達される方が多い場合は、普通徴

収の割合が高くなっていくという状況でございます。 
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委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございました。私からは以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑はございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 後期高齢者医療保険というのは、２年に１回の改定であるということで、この年度が改

正の年度であったということでよろしいでしょうか。６年度。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい、令和６年度が改正の年度でございました。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 そうしましたら、６年度で、７年度も同じ金額で行くということだというふうに思うん

ですけど、この前年度の金額と保険料を合わせて比べると、どうなるんでしょうか。どこ

を見たらいいんですか。前年度の保険料と比べるの。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 すみません。保険課の用意したこちらの資料のほうでは、特段、保険料率についてはち

ょっと記載がされていませんので、口頭で今から説明さしてもろてもよろしいでしょう

か。 
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委員（河野 隆子議員）  

 はい。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 まず、令和６年度、７年度の保険料の率でございますけども、まず、均等割の金額が年

間で５万７，１１２円。次に所得割の率が１１．７５％。賦課限度額ですね、これが８０

万円となってございます。で、この１つ前ですね。令和４年、５年度の保険料率でござい

ますが、まず、均等割額が年間で５万４，４６１円、所得割の率が１１．１２％。賦課限

度額が６６万円となっておりました。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 説明は以上のとおりで、いいんですね。ちょっとその資料も後ほど頂けたらと思いま

す。それで、今所得割と均等割、耳で聞いたんですけど、やっぱりこの２年、２年でどん

どん上がっていってるんですね。限度額が６６万円やったのが、この６年度は８０万円と

いうふうになっていて、この限度額の８０万円に当たる人というのはどれぐらいいらっし

ゃるんですか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 令和６年度の当初賦課の段階で３３人の方がおられました。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。限度額が８０万円上がって、対象者が３３人ということです。後期高齢

者はほとんど年金のほうから特徴で引き落としされるということで、よほど年金額が低い

人は引き落としはないけれども、引き落とされるということで、あまり滞納者は国保ほど

はいらっしゃらないのかなというふうには思うんですけど、ここに滞納繰越分の８３万

７，０００円で、前年度と比べたら減になったというふうに書いておりますが、これもや

はり税務会計課のほうで徴収はされているんですかね。 
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健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい。国保と同様ですね、令和６年度から税務会計課のほうで一元的に徴収を行ってい

るという状況でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 国保と一緒ですけれども、やはり窓口に来られていろいろと相談ですね。その人の生活

を逼迫するようなことがないというように、そこら辺は対応していただきたいというふう

に思います。で、この後期高齢者もマイナ保険証に、これもひも付けされていますよね。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 作っていらっしゃらない方はこれについては、マイナンバーカードを申請している方も

していない方も、両方ともこの後期高齢者医療保険の資格証明書という名前になるんです

かね、それは全員に送られるということでありますでしょうか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 後期高齢者医療保険制度のほうの資格確認書につきましては、まず令和６年度につきま
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しては、資格確認書につきましてはマイナンバーカード、マイナ保険証をお持ちの方、持

っていない方も関係なしに、一律まず発送しているという状況でございます。７年度につ

きましても同様に、この７月にマイナ保険証を持っている方、持っていない方にかかわら

ず、全員に対して資格確認書は発送しております。 

 ただ、令和８年度以降につきましてはどうなるかということについては、現在の段階で

は未定でございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 あと確認なんですけど、ちょっと私がちゃんと理解できてなくて、マイナ保険証にして

いくということで、資格確認書を発送するということでありますけど、滞納者の方で、短

期とか、もともとの有資格証明書ですね。そういった方に対しても同じような形の資格確

認書が発送されるということで、そして使えるということでよろしいんですか。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 大谷次長。 

健康福祉部（大谷 貴利次長兼保険課長） 

  まず、後期の対応ということになるんですけども、後期高齢者医療の場合、まず国保

の方でございました資格証明書ですね。それにつきましては適用がございませんでした。

短期証は適用というのは一定数ございましたけども、マイナ保険証に切り替わってから

は、この短期証も廃止されましたし、資格証明書というものも廃止されておりますので、

現在、後期高齢の方につきましては、通常の資格確認書を皆様に交付してるという状況で

ございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長、よろしいですか。 

 他に、ご質疑はございませんか。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ご質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 以上で各特別会計の決算の審査を終結いたします。 
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 そして、今から下水道に入る前に休憩に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

１６時３５分再開でお願いいたします。お疲れさまでした。 

（「午後４時２４分」休憩） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 休憩前に続きまして、引き続き審議を再開いたします。 

（「午後４時３５分」再開） 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 事業決算に移ります。令和６年度忠岡町下水道事業決算について、担当課より説明を求

めます。 

（下水道事業会計 担当課説明） 

 それでは、始めさせていただきます。令和６年度忠岡町下水道事業決算について、ご配

付しております下水道事業決算概要を用いてご説明のほどをさせていただきます。 

 １、経営成績。経営成績につきましては、純利益７，５４４万４，８２０円の黒字経営

となりました。 

 ２、財政状態。財政状態は、資産１０７億１，１７０万７，７３２円、負債７８億８，

７１２万５，０８８円、資本２８億２，４５８万２，６４４円です。資産のうち９４．

１％を有形固定資産、土地・建物・構築物などが占めている状況となっております。ま

た、自己資本比率は５９．２％、流動比率は３７．５％となっております。 

 ３、建設改良事業。令和６年度に実施した主な建設改良工事は、管渠では中央線１１分

区汚水管渠敷設工事、９工区及び１０工区。雨水ポンプ場では忠岡雨水ポンプ場電気設備

その５改築更新工事委託、及び計装施設更新工事委託となっております。 

 ４、普及状況。表のほうをご覧ください。過去からの整備の結果、汚水面整備率は９

７．５％、水洗化率は９３．７％となっております。 

 ２ページをお願いします。  

 ５、収益的収入及び支出。前年度と比較した表となります。収入で５，４９７万４，０

００円、支出で３，６７０万７，０００円、それぞれ減少しています。収入での主な理由

は、下水道使用料、雨水処理費及び過年度損益修正益によるものです。また支出での主な

理由は、減価償却費、資産減耗費及び支払利息によるものとなっております。 

 ３ページのほうをお願いいたします。 

 ６、資本的収入及び支出。同じく前年度と比較した表となります。収入で３５３万６，

０００円、支出で２，０７１万８，０００円、それぞれ増加しています。収入の主な理由

は、企業債が減少したものの補助金及び出資金が増加したことによる増減差となっており

ます。また、支出の主な理由は、ポンプ場整備費の増加、企業債償還金の減少による増減
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差となっております。 

 なお、４次予算での収支不足額は、前年度の利益、減債積立基金や減価償却費などで補

塡をしてございます。 

 ７、損益計算書。損益計算書は１事業年度の経営成績を明らかにするための報告書とな

っております。３３の収支が対象となります。前年度に引き続き黒字を計上できていま

す。 

 ４ページお願いします。８、貸借対照表。先ほどもご説明いたしましたが、資産のうち

９４．１％を有形固定資産が占めています。また、流動比率は３７．５％となってござい

ます。下水道事業は、建設投資の財源の多くを企業債により調達しているため、流動負債

に計上される企業債の償還金額が大きく、比率が低くなりがちですが、４年連続での黒字

と企業債の償還額が低減していることにより、その数値は改善傾向となっております。 

 ９、経営指標。経営の健全性、効率性及び老朽化の状況を示す指標を掲載してございま

す。経常収支比率は、健全経営の水準とされる１００％を上回っています。使用料水準の

妥当性を示す経費回収率は、下水道使用料で回収すべき経費を全て賄えている状況とされ

る１００％を下回る結果となりました。 

 この主な要因は、検針及び徴収時期の変更によるものとなっております。検針、徴収が

毎月から２か月ごとに変更されることにより、今年度末の３月検針は行われず、次年度４

月検針において３月、４月分を検針するため、１か月分の検針が算入されなかったことに

よるものとなっております。なお、この影響は今年度限りで、次年度からは通常どおりの

月数分が検針、徴収されることとなってございます。 

 また、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す指標

で、資産の老朽化度を示す有形固定資産減価償却率の数値は低く、差し迫った状況には至

っておりませんが、新浜地区にある下水道管については会計上の耐用年数を超過している

ため、現地調査を計画している時期にあると認識してございます。 

 今後も更新事業を見据え、経営の健全化や計画的な施設の維持管理を行ってまいりたい

と考えております。 

 説明は以上となります。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ありがとうございました。説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 すみません。私からちょっと１点お伺いしたいのとお願いしたいのがあるんですけど

も、検針の徴収時期が変更になったんで、これはちょっと致し方がないんですけれども、

決算書としては仕方がないんですけども、営業収益が１１か月分で記載されておるんです
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けれども、収益費用明細だけでは決算審査を行う資料としてはちょっと不十分かなと。

で、ここにも書かれているように影響は今年度だけということなので、決算日から半年近

くたっているので、１２か月分換算の収益費用明細と経営指標ぐらいは提出できるのかな

と思うんですけれども、原課のほうでは１２か月分換算の作成というのはやっておられる

んでしょうか。もしやっておられるようであれば提出を求めたいと思うんですけれども、

いかがでしょうか。お願いいたします。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 申し訳ございません。これはあくまでも決算になりますんで、決算上の数値というの

は、もうここで１回打ち切りということになります。 

 今、議員がご指摘の別途で資料ということになりますと、それは当然出させていただき

ますんで、また出させていただきます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 森野委員。 

委員（森野 良一議員） 

 ありがとうございます。そしたら資料として提出のほう、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 資料は個人でよろしいですかね。じゃあ全員分いただけますか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 ちなみにですけど、今でも口頭で言おうと思ったら言えるんですけれども、どういたし

ましょう。 

委員（森野 良一議員） 

 資料で。すみません。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 申し訳ない。資料でいただければ助かります。 

委員（森野 良一議員） 

 お願いいたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑はございませんか。 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 
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 下水道関係全般についてちょっとお聞きします。 

 昨年１年間で、本町は大雨警報が１回、注意報が１５回発令されました。雨水の処理が

追いつかずに、洪水になった地域はあったのでしょうか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 申し訳ない。洪水というその単語の、何というかな、意味合いがちょっと分かりません

けども、今のところうちのほうで被害が出たというのは聞いてございません。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 今奈良委員。 

委員（今奈良 幸子議員） 

 分かりました。ありがとうございます。あったのであれば、何か改良されたらと思った

だけなので、ちょっと聞かせていただきました。 

 以上です。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑はございませんか。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 資料の１ページのところで、一番上のとこでね、河川等公共用水域の水質保全を図るた

めの汚水対策事業、雨水の排除による浸水の防除、雨水対策事業を実施されたと書いてあ

るんですけど、これはどういった事業だったんでしょうか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 ここに書いてますけど、今年度、令和６年度ですかね。令和６年につきましては、３番

の建設改良事業で、管渠では中央線１１分区、９工区、１０工区。雨水ポンプ場では今、



139 

 

更新工事、古くなっている機械設備のほうを入れ替えておりますので、電気設備等々を改

良させていただいてございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。これ、中央線１１分区というのはどこら辺になるんですか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 ちょうど高月コミュニティセンター、ありますよね。あれの下に河本金属スクラップで

したかね。あの間がちょうどこの区間に当たるということでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。あそこはなかなか、これ汚水管、これだから下水管になるのかな。そこ

がなかなかつながってなかったというのは前に聞いたことあるんですけど、それをされた

ということでありますかね。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 場所は分かりました。ここで水洗化人口のところ先ほどご説明ありまして、令和５年度
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と６年度を比べると、私、ちょっと控えたんです。すみません、現在９３．７％でよかっ

たですか。合うてますか。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 ９３．７％は非常にもう、ほぼほぼね、下水道を接続していただいたということで、大

変努力もされていただいたということで、コロナのときにね、そういった交付金やったか

何か使って、補助というんですか、それも引き上げてきたということもあったと思うんで

すけど、今はどういったことになっているんでしょうか、金額は。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 改造された方には２万円の助成金がございます。 

委員（河野 隆子議員） 

 はい。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 じゃあ、もう今は元に戻って２万円ということなんですけど、令和５年と６年比較する

と、差し引き、これは４９人ということですかね。人と書いてあるから。というのは、９

３．７％まで、もうほぼほぼ普及していただいたということでありますけども、これ以上

上げるっていうところはやっぱり大変、なかなかしていただけないとか、事情があると

か、あと高齢者であったらもうもったいないとか、いろんな理由があると思うんですけ

ど、そういったところで、なかなかここから上がるのはしんどいところなんでしょうか

ね。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 
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土木課（橋本 珍彦課長） 

 下水道の水洗化率につきましては、我々は目標としましては１００％を目指してござい

ます。で、そのために我々は助成金をつくってみたりとか、あとは水洗化してくださいと

いうふうな啓発、啓蒙といいますかね、周知をしているところでございますが、実際やっ

ていただくのは、今言ったように下水本管が通ったところの人が、それをつないでもらわ

ないと、なかなか数字が上がっていかないということになってございます。 

 それで、今議員がおっしゃるように、大体９０何％まで来ると、この伸び率はどうして

も鈍化してしまいますので、これはあとちょっとずつちょっとずつ、その今おっしゃって

いただいたように例えば高齢世帯で、もう次、後継ぎがなかって、なかなか今の家を手を

加えることができないって方もおられますし、借地、借家の方で折り合いがつかないとい

う方もおられるんですけども、ここは申し訳ないですけど、ちょっと時間がかかるんです

けども、我々は１００を目指して頑張っていこうというふうに思ってるところでございま

す。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 それぞれ事情はあるけれども、年数かけて１００％は目標にされているということであ

りました。これまでもどんどん進めていっていただいて、やっぱりつなげて非常にね、や

はり気持ちええというか、そういったこともありますし、せっかく本管を通していただい

て、つなげていただかないというところはつらいところなんで、そこは１００％を目標に

されてるというところでありますので、いろんな事情に沿ってしていただきたいというふ

うに思います。 

 最後なんですけどね、一番最後の５ページのところで、新浜地区にある下水道管につい

て、耐用年数を超過しているため、現地調査を計画していく時期ということが書いてあり

ますので、これはどういうふうに計画されているんでしょうか。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 橋本課長。 

土木課（橋本 珍彦課長） 

 新浜地区は大阪府からの移管の物件になりますんで、その時期が一応耐用年数を超えて

る、ちょっと超えてるとなりますんで、一応耐用年数を超えたから即座に使えないという

もんではないんですけれども、当然期間もたってるということなんで、この辺は１回、管
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の調査、現況調査をしてみようかなと思っております。で、今のところ具体にどうこうし

ようと思ってないです。すぐにできるかどうか分かりませんけども、これもその期間、調

査する対象の時期に入っているというふうな認識を持ってますんで、予算がつけばここに

調査を入れていく、まず第一のポイントであるというふうなことを考えているところでご

ざいます。 

委員（河野 隆子議員） 

 委員長。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 河野副委員長。 

委員（河野 隆子議員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 他に、ご質疑はございませんか。なしでよろしいですね。 

（な し） 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 以上で各会計決算の審査が全て終了いたしました。 

 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 お諮りいたします。議事の都合により、本日の委員会はこれまでとし、延会したいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

委員長（尾﨑 孝子議員） 

 異議なしと認め、延会することに決定いたしました。 

 なお、あさって１０時より再開いたします。あさっては総括質疑から始めますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 委員または理事者の皆様、大変お疲れさまでございました。本日はこれで延会いたしま

す。ありがとうございました。 

（「午後４時５３分」延会） 

 


